
平成２３年（判）第８４号及び第８６号 

審  決 

大阪府柏原市本郷五丁目５番４８号 

被審人 富士電線工業株式会社 

同代表者 代表取締役 永 野 隆 彦 

同代理人 弁 護 士 長 澤 哲 也 

同          福 冨 友 美 

公正取引委員会は，上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１００号）附則第２条の規

定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止

及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）（以下「独占禁止

法」という。）に基づく排除措置命令審判事件及び課徴金納付命令審判事件につ

いて，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の

施行に伴う公正取引委員会関係規則の整備に関する規則（平成２７年公正取引委

員会規則第２号）による廃止前の公正取引委員会の審判に関する規則（平成１７

年公正取引委員会規則第８号）（以下「規則」という。）第７３条の規定により

審判長審判官伊藤繁，審判官西川康一及び審判官數間薫から提出された事件記録

に基づいて，同審判官らから提出された別紙審決案を調査し，次のとおり審決す

る。 

主       文 

被審人の各審判請求をいずれも棄却する。 

理       由 

１ 当委員会の認定した事実，証拠，判断及び法令の適用は，いずれも別紙審決

案の理由第１ないし第７と同一であるから，これらを引用する。 

２ よって，被審人に対し，独占禁止法第６６条第２項及び規則第７８条第１項

の規定により，主文のとおり審決する。 

１ 

平成２７年５月２２日 

 

            公 正 取 引 委 員 会 

 

                委員長  杉  本  和  行 

 

                委 員  小 田 切  宏  之 

 

                委 員  幕  田  英  雄 

 

                委 員  山  﨑     恒 

 

                委 員  山  本  和  史 

 

 ２ 



 

別 紙 

 

平成２３年（判）第８４号及び第８６号 

 

審   決   案 

 

大阪府柏原市本郷五丁目５番４８号 

被審人 富士電線工業株式会社 

同代表者 代表取締役 永 野 隆 彦 

同代理人 弁 護 士 長 澤 哲 也 

同          福 冨 友 美 

 

上記被審人に対する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年

法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）に基づく排除措置命令審判事件及び課

徴金納付命令審判事件について，公正取引委員会から独占禁止法第５６条第１項及び

公正取引委員会の審判に関する規則（平成１７年公正取引委員会規則第８号。以下「規

則」という。）第１２条第１項の規定に基づࡁᢸ当審判官にᣦ定された本⫋らは，審

判の⤖ᯝ，次のとおり審決することࡀ適当であると⪃࠼，規則第７３条及び第７４条

の規定に基づいて本審決案をస成する。 

 

主     文 

被審人の各審判請求をいずれも棄却する。 

 

理     由 

第１ 審判請求の㊃᪨ 

１ 平成２３年（判）第８４号審判事件 

平成２３年（措）第７号排除措置命令の部の取ᾘしを求ࡵる。 

２ 平成２３年（判）第８６号審判事件 

   平成２３年（納）第㸷３号課徴金納付命令の部の取ᾘしを求ࡵる。 

第２ 事案のᴫせ（当事者間にதいのない事実及び公▱の事実） 

１ 排除措置命令（平成２３年（措）第７号） 

公正取引委員会は，被審人ࡀ，▮ᓮ⥲業株式会社（以下「▮ᓮ⥲業」という。），

ᘺᰤ電線株式会社（以下「ᘺᰤ電線」という。），༠和電線工業株式会社，ឡ▱

電線株式会社（以下「ឡ▱電線」という。），࣡࢝電線株式会社（以下「࣡࢝

 

電線」という。），ⳢἼ電線株式会社（以下「ⳢἼ電線」という。）及び༠和

電線株式会社（以下「༠和電線」という。）の７社（以下「７社」という。）୪

びにఫ電日❧ࣝࣈ࣮ࢣ株式会社，ྂἙ࣒ࢥ࢚ࣞ株式会社及び昭和電線ࢩࣝࣈ࣮ࢣ

の３社（以下「３（。という「࣒ࢸࢫࢩࣝࣈ࣮ࢣ昭和電線」以下）株式会社࣒ࢸࢫ

社」といい，７社と３社をྜࡏࢃて「１０社」という。）とඹ同して，㈍業者

に対して㈍される別紙記㍕の〇ရ（以下，６００࣮ࢩࣝࢽࣅ⦖⤯ࣝࢽࣅࢺࣝ࣎

別紙記㍕の〇ရを「別紙ࡕのうࡑ，といい「ࣝࣈ࣮ࢣ㹔㹔㹄」平ᙧをࣝࣈ࣮ࢣࢫ

㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣ」といい，㈍業者に対して㈍される別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを「≉

定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣ」という。）の㈍౯᱁（▮ᓮ⥲業ࡀ▮ᓮ⥲業ᾏ㐨㈍株式

会社，▮ᓮ⥲業ᅄᅜ㈍株式会社及び᭷㝈会社Ἀ⦖▮ᓮ㈍の３社ࠝ以下「▮ᓮ

⥲業Ꮚ会社３社」という。ࠞを㏻ࡌて㈍するሙྜにあっては▮ᓮ⥲業Ꮚ会社３

社の㈍౯᱁，࣡࢝電線にあっては࣡࢝電線ၟ事株式会社ࠝ以下「࣡࢝電

線ၟ事」という。ࠞの㈍౯᱁，被審人にあっては富士電線㈍㈽株式会社ࠝ以下

「富士電線㈍㈽」という。ࠞの㈍౯᱁をいう。以下，被審人から富士電線㈍㈽

を決定していく᪨をྜពする（。ࡌ同ࡁの㈍౯᱁であることを断るሙྜを除

ことにより（本件では１０社との間でこのྜពを行った事業者ࡀ被審人か富士電

線㈍㈽かについてはதいࡀあるࡀ，以下においては,被審人ཪは富士電線㈍㈽と１

０社との間のこのྜពを「本件ྜព」といい，本件ྜពを行った１１社を「１１

社」という。）,公ඹの┈にして,ᡃࡀᅜにおࡅる≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍

ศ野におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈していたものであって，これは，独占禁止法第

２条第６項に規定する当な取引ไ㝈にヱ当し，同法第３条の規定に㐪するも

のであるとして，平成２３年７月２２日，被審人及び７社に対し，排除措置を命

。た（平成２３年（措）第７号。以下，このฎศを「本件排除措置命令」という。）ࡌ

この排除措置命令᭩のㅞ本は,同月２５日，被審人に対して㏦㐩された。 

これに対して,被審人は,平成２３年㸷月２０日,本件排除措置命令の部の取ᾘ

しを求ࡵて審判請求をした。 

２ 課徴金納付命令（平成２３年（納）第㸷３号） 

公正取引委員会は，本件排除措置命令に係る㐪行Ⅽ（以下「本件㐪行Ⅽ」

という。）は独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定するၟရの対౯に係るも

のであるとして，平成２３年７月２２日，被審人に対し，１６൨１７１８の

課徴金の納付を命ࡌた（平成２３年（納）第㸷３号。以下，このฎศを「本件課

徴金納付命令」という。）。この課徴金納付命令᭩のㅞ本は，同月２５日，被審

 ２ 



 

人に対して㏦㐩された。 

これに対して,被審人は,平成２３年㸷月２０日,本件課徴金納付命令の部の取

ᾘしを求ࡵて審判請求をした。 

第３ 前提となる事実（各項ᮎᑿにᣓᘼ᭩ࡁで証拠をᥖ記した事実は当ヱ証拠から認

定される事実であり，ࡑのవの事実は当事者間にதいのない事実ཪは公▱の事実

である。） 

１ 被審人のᴫせ 

(1) 被審人は，昭和３０年２月にタ❧され，⫪᭩ᆅに本ᗑを置ࡁ，㹔㹔㹄ࣈ࣮ࢣ

ࣝの〇㐀業をႠࢇでいた者である。 

(2) 被審人の株主ᵓ成は，被審人┘査役永野༓ᜨᏊࡀ⣙３４㸬２２ࢺࣥࢭ࣮ࣃ，

被審人代表取締役社長永野隆彦ࡀ⣙１７㸬２４ࢺࣥࢭ࣮ࣃ，被審人代表取締役

社長永野❶⚽ࡀ⣙１４㸬４６ࢺࣥࢭ࣮ࣃ，株式会社ࡀࣛࢡࢪࣇ⣙㸷㸬３３ࣃ

ᅉᖭ電ᶵ⏘業株式会社，ࢺࣥࢭ࣮ࣃ⣙８㸬７６ࡀ大永⏘業株式会社，ࢺࣥࢭ࣮

（以下「ᅉᖭ電ᶵ」という。）ࡀ⣙４㸬１５ࢺࣥࢭ࣮ࣃであったとこࢁ，被審

人の࣮ࢼ࣮࢜一᪘（上記株主のうࡕ永野ጣの者をいう。以下同ࡌ。）の出㈨ẚ

⋡は⣙６５㸬㸷２ࢺࣥࢭ࣮ࣃであった。 

(3) 被審人の関㐃会社である富士電線㈍㈽，富士電⢭工株式会社及び富士電ჾ工

業株式会社において業ົを行っていた従業員は，員被審人から出ྥしていた。 

(4) 被審人は，富士電線㈍㈽に対し，〇㐀した㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを㈍して

いた。（査第２号証，第１４号証，第１７号証） 

２ 富士電線㈍㈽のᴫせ 

(1) 富士電線㈍㈽は，昭和４８年㸷月に被審人の㈍部㛛をศ㞳してタ❧され，

Ⓩ記上の本ᗑᡤᅾᆅは大阪府ඵᑿ市にあるものの，実㝿の本ᗑᶵ⬟をႠࡴ事業

ᡤのᡤᅾᆅは，被審人の本ᗑᡤᅾᆅと同ᡤにあり，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍事業

を行っていた。 

(2) 富士電線㈍㈽の株式のうࡕ，被審人は⣙㸷㸬１５ࢺࣥࢭ࣮ࣃを保᭷していた。

被，ࢺࣥࢭ࣮ࣃ⣙４６㸬６２ࡀのవの株主ᵓ成は，被審人┘査役永野༓ᜨᏊࡑ

審人代表取締役社長永野隆彦ࡀ⣙１㸷㸬３７ࢺࣥࢭ࣮ࣃ，被審人代表取締役

社長永野❶⚽ࡀ⣙１７㸬０８ࢺࣥࢭ࣮ࣃ，社員ᣢ株会ࡀ⣙７㸬７８ࢺࣥࢭ࣮ࣃ

であり，被審人の࣮ࢼ࣮࢜一᪘のྜィ出㈨ẚ⋡は⣙８３㸬０７ࢺࣥࢭ࣮ࣃであ

った。 

，ව௵しࡀた，富士電線㈍㈽の代表取締役社長は，被審人の代表取締役社長ࡲ

 ３ 

 

富士電線㈍㈽のࡑのの役員も被審人の役員ࡀව௵していた。（査第１１号証，

第１２号証，第１５号証） 

 (3) 富士電線㈍㈽では独⮬に従業員を᥇用しておらず，同社の従業員は，て被

審人からの出ྥ者であった。ࡲた，富士電線㈍㈽の従業員は，被審人のᑵ業規

則及び㈤金規則の適用をཷࡅ，被審人ࡀ富士電線㈍㈽の従業員のゎ㞠ᶒを᭷し，

⤥の㎸ᡭ⥆を行っていた。 

なお，富士電線㈍㈽の従業員の⤥は，同社ࡀ⮬ら㈇ᢸしていた。（審第１

号証の１ないし４） 

(4) 富士電線㈍㈽には⤒理及び㈈ົの業ົをᢸ当する部㛛ࡀᏑᅾࡏず，被審人の

⤒理部ࡀ↓ൾで富士電線㈍㈽の⤒理及び㈈ົの業ົを行っていた。 

(5) 富士電線㈍㈽は，ࡑの㈍する㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを被審人から㉎ධし，

これを㈍業者に対して㈍していた。（査第１号証，第１６号証，第１７号

証） 

３ 㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのᴫせ➼ 

(1) 㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣは，ᑟయ（㖡線）をࣝࢽࣅで⤯⦕被そし，被そしたᑟయをᩘ

本ࡲとࡑ，ࡵれをᗘࢫ࣮ࢩࣝࢽࣅで被そした平ᆺのࣝࣈ࣮ࢣであり，主にࣅ

ࣝ，ᐙᒇ➼のᘓ≀にタ置される࣮࣮࢝ࣞࣈからᘓ≀ෆ部のࡲ➼ࢺࣥࢭࣥࢥでの

ᒇෆ㓄線として用されている。（査第１号証，第２号証） 

(2) 㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣは，線ᚰᩘ及びᑟయᚄ（ᑟయのᩘを「線ᚰᩘ」といい，ᑟయ

の┤ᚄを「ᑟయᚄ」という。）により，次のようにศ㢮される。 

なお，չの㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣは，㟂せࡀᴟࡵてᑡなく，とࢇ〇㐀されてい

ない。 

（査第１号証，第２号証） 

ձ 線ᚰᩘ２ࡀ本でᑟయᚄ１ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の１記㍕のもの

で，「ࣥࢩࢽࢡࣟࢳ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࢽࢡࣟࢳ」という。） 

ղ 線ᚰᩘ２ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬０ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の２記㍕のもの

で，「ࣥࢩࢽ࣑ࣜࢽ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࢽ࣑ࣜࢽ」という。） 

ճ 線ᚰᩘ２ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の３記㍕のもの

で，「ࣥࢩࢽࢡࣟࢽ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࢽࢡࣟࢽ」という。） 

մ 線ᚰᩘ３ࡀ本でᑟయᚄ１ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の４記㍕のもの

で，「ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢳ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢳ」とい

う。） 
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յ 線ᚰᩘ３ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬０ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の５記㍕のもの

で，「ࣥࢩࣥࢧ࣑ࣜࢽ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࣥࢧ࣑ࣜࢽ」という。） 

ն 線ᚰᩘ３ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の６記㍕のもの

で，「ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢽ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢽ」という。） 

շ 線ᚰᩘ４ࡀ本でᑟయᚄ１ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の７記㍕のもの

で，「ࣥࢩࣥࣚࢡࣟࢳ」と⛠されている。以下「ࣥࢩࣥࣚࢡࣟࢳ」とい

う。） 

ո 線ᚰᩘ４ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬０ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（別紙の８記㍕のもの

で，「ࣥࢩ࣑ࣥࣚࣜࢽ」と⛠されている。以下「ࣥࢩ࣑ࣥࣚࣜࢽ」という。） 

չ 線ᚰᩘ４ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの（「ࣥࢩࣥࣚࢡࣟࢽ」

と⛠されている。） 

(3) 㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣには，一⯡ရ（ࡀࢫ࣮ࢩ⅊Ⰽ↓ᆅのものをいう。以下同ࡌ。）

及び≉Ṧရ（一⯡ရ以እのものをいう。以下同ࡌ。）ࡀある。一⯡ရࡀᶆ‽的

な〇ရであり，ࡑのࣥࣙࢩ࣮࢚ࣜࣂとして≉Ṧရࡀあるとこࢁ，≉Ṧရには，

ձࢫ࣮ࢩを⅊Ⰽ以እのⰍに╔Ⰽしたもの，ղ⤯⦕被そを⥳Ⰽに╔Ⰽしてࡑのᑟ

యをࢫ࣮として用するもの，ճࢫ࣮ࢩにࣛࣥ➼をࢺࣥࣜࣉして電Ꮚࣞࣥ

ある。（査第１号ࡀ➼ᅇ㊰に用するものࢺࣝ࣎㧗ᅽ電〇ရ用の２００➼ࢪ

証，第２号証） 

(4) １０社から▮ᓮ⥲業及び࣡࢝電線を除いた８社は┤᥋，▮ᓮ⥲業は┤᥋ཪ

は▮ᓮ⥲業Ꮚ会社３社を㏻ࡌて，࣡࢝電線は࣡࢝電線ၟ事を㏻ࡌて，ࡑれ

を㈍業者に対して㈍していた。（査第４号証ないし第ࣝࣈ࣮ࢣれ㹔㹔㹄ࡒ

６号証） 

た，前記１(4)及び２(5)のとおり，被審人は，富士電線㈍㈽に対し，〇㐀ࡲ

した㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを㈍し，富士電線㈍㈽は，ࡑの㈍する㹔㹔㹄ࢣ

 。のてを被審人から㉎ධし，これを㈍業者に㈍していたࣝࣈ࣮

(5) ㈍業者には，「電ᮦᗑ」と⛠される電線，↷᫂ჾල➼の電Ẽ㈨ᮦを⥲ྜ的

に取りᢅう㈍業者及び「ᑓ業ᗑ」と⛠される電線をᑓ㛛的に取りᢅう㈍業

者ࡀあり，ᑓ業ᗑは㉎ධした㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを，᭦に主として電ᮦᗑに対して

㈍している。（査第２号証） 

(6) 㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣは，ࡑの〇㐀原౯の大部ศを電Ẽ㖡（電ゎ⢭〇➼により㖡成

ศ㸷㸷㸬㸷㸷ࢺࣥࢭ࣮ࣃ以上に⢭〇した㖡〇ရをいう。以下同ࡌ。）の㉎ධ㈝

用ࡀ占ࡵているたࡑ，ࡵの㈍౯᱁は，㖡ᘓ್（日㖔金ᒓ株式会社ࠝ平成２２
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年７月１日以㝆は㹈㹖日㖔日▼金ᒓ株式会社ࠞࡀ公表している電Ẽ㖡１ࣥࢺ当

たりの౯᱁をいう。以下同ࡌ。）のኚືに大ࡁくᕥྑされるとこ１１，ࢁ社は，

 。の㈍౯᱁を決定していたࣝࣈ࣮ࢣて㹔㹔㹄࠼ࡲれ，㖡ᘓ್➼を㋃ࡒれࡑ

なお，１１社は，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのᑓ業ᗑに対する㈍౯᱁については，ᑓ

業ᗑࡀ電ᮦᗑに㈍する⤒㈝をぢ㎸ࢇで，電ᮦᗑよりも一⯡的にపくタ定して

いた。 

Ṧ≉，ࡵた，１１社は，≉Ṧရの基本的な原ᮦᩱは一⯡ရと同一であるたࡲ

ရの㈍౯᱁については，一⯡ရの㈍౯᱁に，ࢫ࣮ࢩを⅊Ⰽ以እのⰍに╔Ⰽ

するなࡑ，のຍ工にせする㈝用を上ࡏして決定していた。 

（査第１号証ないし第３号証） 

４ 本件ྜពの成❧➼ 

 (1) Ⴀ業部長⣭の者による会ྜについて 

１１社は，かࡡてから，各社のႠ業部長⣭の者による会ྜを㛤ദするなし

ていた。 

上記会ྜには，ᮾிで㛤ദされる１１社のうࡕឡ▱電線，ᘺᰤ電線及び༠和

電線を除いた８社のႠ業部長⣭の者による会ྜ（以下「ᮾの㹔㹔㹄部会」とい

う。），大阪で㛤ദされる１１社のうࡕⳢἼ電線及び昭和電線ࢸࢫࢩࣝࣈ࣮ࢣ

を除いた㸷社のႠ業部長⣭の者による会࣒ （ྜ以下「西の㹔㹔㹄部会」という。），

ྡྂᒇで㛤ദされるᮾの㹔㹔㹄部会及び西の㹔㹔㹄部会の出ᖍ者による会 （ྜ以

下「ᮾ西ྜ同部会」という。）ࡀあり，ᮾ西の各㹔㹔㹄部会はࡑれࡒれおおࡴ

 。月に１ᅇ，ᮾ西ྜ同部会は年に２ᅇ㛤ദされていたࡡ

西の㹔㹔㹄部会は，西日本電線工業༠同⤌ྜ（以下「西༠⤌」という。）の

ရ✀別部会の一つである㹔㹔㹄部会（以下「西༠⤌の㹔㹔㹄部会」という。）

のሙを用して行ࢃれていたとこࢁ，当ヱ部会のᵓ成員には正部会員と㈶ຓ部

会員の༊別ࡀあり，西༠⤌の⤌ྜ員は正部会員として，社ᅋ法人日本電線工業

会（以下「日本電線工業会」という。）の会員である事業者は㈶ຓ部会員とし

て当ヱ部会のຍධࡀ認ࡵられていた。被審人は，西༠⤌の⤌ྜ員であるたࡵ，

西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員であったࡀ，富士電線㈍㈽は，西༠⤌の⤌ྜ員

でも日本電線工業会の会員でもないたࡵ，西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員でも

㈶ຓ部会員でもなかった。 

ᮾ西の各㹔㹔㹄部会においては，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁をヰྜいに

よりタ定し，ᮾ西ྜ同部会においてᮾ西の各㹔㹔㹄部会でタ定された㈍౯᱁
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を調整するなして，⤫一的な㈍౯᱁をタ定することࡀᅗられていた。 

ࣥࣂ」ཪは「表ࢻࣥࣂ」たࡵ定ࡵࡌとの౯᱁をあらかࡈた，一⯡ရのရ目ࡲ

の㈍౯᱁を決ࣥࢩࢽࢡࣟࢳ，స成されておりࡀᖏ」➼と⛠される౯᱁表ࢻ

定すれࡑ，ࡤの౯᱁表上のࣛࣥ（౯᱁表において，ࣥࢩࢽࢡࣟࢳのある༢

౯を基‽とした㝿に，⮬ື的に定ࡲるの７ရ目をྵࡵた前記３(2)のձからո

により，⮬ື的にのရ目の㈍（。ࡌでの８ရ目の౯᱁ᖏをいう。以下同ࡲ

౯᱁ࡀ定ࡲるようになっていたことから，ᮾ西の各㹔㹔㹄部会においては，

の目ᶆとなる㈍౯᱁をヰྜいにより決定し，⤫一的な㈍౯᱁ࣥࢩࢽࢡࣟࢳ

を決定することࡀᅗられていた。 

  (2) 本件ྜពに⮳る⤒⦋及び本件ྜពの成❧ 

ᮾ西の各㹔㹔㹄部会においては，平成１８年にධってからの㖡ᘓ್のᛴ㦐を

を㆟ㄽし，ᛴ⃭な㖡ᘓ್の౯ࡆの㈍౯᱁の引上ࣝࣈ࣮ࢣて，≉定㹔㹔㹄ࡅཷ

᱁ኚືに対ᛂでࡁる᪂たな౯᱁表をస成すること᳨ࡀウされていたとこࢁ，同

年５月１６日，ᮾ西ྜ同部会ࡀ㛤ദされた。 

同部会において≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆるたࡵの᪉⟇につ

いて，各社ࡀពぢを出しྜい，ヰしྜった⤖ᯝ，同部会の出ᖍ者は， 

当たりのࣝࢺの電ᮦᗑに対する一⯡ရの１࣓࣮ࡁ１００のとࡀ㖡ᘓ್ 

ࢽ，の㈍౯᱁を㸷３ࣥࢩࢽ࣑ࣜࢽ，の㈍౯᱁を５０ࣥࢩࢽࢡࣟࢳ

，の㈍౯᱁を㸷５ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢳ，の㈍౯᱁を１６㸷ࣥࢩࢽࢡࣟ

の㈍౯᱁を２２２ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢽ，の㈍౯᱁を１４５ࣥࢩࣥࢧ࣑ࣜࢽ

，ࣥࢩࣥࣚࢡࣟࢳの㈍౯᱁はࣥࢩࢽࢡࣟࢳの２㸬５ಸの１２５，

の⣙２㸬５ಸの２３３とするこࣥࢩࢽ࣑ࣜࢽの㈍౯᱁はࣥࢩ࣑ࣥࣚࣜࢽ

と 

ࢩࢽࢡࣟࢳ当たりのࣝࢺとに一⯡ရの１࣓࣮ࡈ３ኚືするࡀ㖡ᘓ್ 

ࣥの㈍౯᱁を１ኚືさࡏること 

１ኚືするとࡀの㈍౯᱁ࣥࢩࢽࢡࣟࢳ当たりのࣝࢺ一⯡ရの１࣓࣮ ࢘

ࢡࣟࢽ，は２ࣥࢩࢽ࣑ࣜࢽ，るᖜをࡏに，のရ目の㈍౯᱁をኚືさࡁ

ࢧࢡࣟࢽ，は３ࣥࢩࣥࢧ࣑ࣜࢽ，は２ࣥࢩࣥࢧࢡࣟࢳ，は３ࣥࢩࢽ

は５とࣥࢩ࣑ࣥࣚࣜࢽ，は２ཪは３ࣥࢩࣥࣚࢡࣟࢳ，は４ࣥࢩࣥ

すること 

をෆᐜとし，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのうࡕ一⯡ရの㈍౯᱁を㖡ᘓ್及びရ目ࡈ

とに記㍕した表（以下「３ࢻࣥࣂ表」という。）を用して≉定㹔㹔㹄࣮ࢣ
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 。たࡵの各ရ目の㈍౯᱁をタ定していくことを取り決ࣝࣈ

もっとも，同部会の出ᖍ者は，㖡ᘓ್のᛴ㦐を理由としても，ᛴ⃭に≉定㹔

㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆることはᅔ㞴であるたࡵ，ẁ㝵的に㈍౯

᱁を引ࡁ上ࡆることとし，同日取り決ࡵた３ࢻࣥࣂ表を用して，同日から

電ᮦᗑに対する一⯡ရの㈍౯᱁をࣥࢩࢽࢡࣟࢳの㈍౯᱁４５ࡀのࣛ

ࣥの౯᱁，同月２２日以㝆の㈍から同４８のࣛࣥの౯᱁，同年６月１日

以㝆の㈍から同５０のࣛࣥの౯᱁とすることを取り決ࡵた。 

ࣥࢩࢽࢡࣟࢳた，ᑓ業ᗑに対する㈍౯᱁は，決定した電ᮦᗑに対するࡲ

の㈍౯᱁から１から２⛬ᗘᕪし引いた㈍౯᱁のࣛࣥの౯᱁とするこ

と，≉Ṧရの㈍౯᱁は，決定した一⯡ရの㈍౯᱁に各社の〇㐀㈝用ศを上

ࡏした㈍౯᱁とすることとされた。 

これらのෆᐜは，当日Ḟᖍしたᘺᰤ電線及びⳢἼ電線にも同年５月୰にఏ㐩

され，୧社は，ࡑの㡭，ࡑれࡒれこれをᢎした。 

このようにして，１１社は，本件ྜពを成❧さࡏた。 

   （査第２号証，第４号証，第６６号証，第７５号証，第７８号証，第７㸷号証） 

５ 前記４(2)の西の㹔㹔㹄部会及びᮾ西ྜ同部会には，被審人の取締役Ⴀ業本部本

部長（平成２１年２月から取締役㈍部⤫ᣓ部長）であるⴠྜⱱ（以下「ⴠྜ」

という。）ࡀ出ᖍし，前記４(2)のᮾの㹔㹔㹄部会には，ⴠྜの部下で，被審人の

取締役Ⴀ業本部ᮾ日本㈍部部長である㉥ᮌᾈ（以下「㉥ᮌ」という。）ࡀ出

ᖍして，ࡑのෆᐜをⴠྜにሗ࿌していた。（査第１号証，第２号証，第１１号証，

第１７号証。なお，ⴠྜ及び㉥ᮌࡀ被審人ཪは富士電線㈍㈽のいずれの業ົとし

て出ᖍしていたかについてはதいࡀあり，このⅬはᚋに判断する。） 

６ ༠和電線は，平成２１年２月６日以㝆，３社は，同年６月２日以㝆，ࡑれࡒれ

本件ྜពに基づく行Ⅽを取りࡵࡸている。 

独占禁止法第４７条ࡀた，同年１２月１７日，本件について公正取引委員会ࡲ

第１項第４号の規定に基づく❧ධ᳨査を行ったとこࢁ，同日以㝆，１１社から༠

和電線及び３社を除いた各社は，本件ྜពに基づく行Ⅽを取りࡵࡸている。 

７ 平成１８年６月から平成２１年１２月ࡲでのᮇ間を㏻ࡌて，１１社の≉定㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍金㢠（被審人ཪは富士電線㈍㈽にあっては富士電線㈍㈽の㈍

金㢠，▮ᓮ⥲業ࡀ▮ᓮ⥲業Ꮚ会社３社を㏻ࡌて㈍するሙྜにあっては▮ᓮ⥲業

Ꮚ会社３社の㈍金㢠，࣡࢝電線にあっては࣡࢝電線ၟ事の㈍金㢠をいう。

以下，ᚋ記第６の１(1)࢘(㺏)㹡記㍕の「㈍金㢠」を除ࡁ同ࡌ。）のྜィは，ᡃ
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ࡲ，ておりࡵてを占ࢇとの⥲㈍金㢠のࣝࣈ࣮ࢣる≉定㹔㹔㹄ࡅᅜにおࡀ

た，上記ᮇ間を㏻ࡌて，１１社から༠和電線及び３社を除いた各社の≉定㹔㹔㹄

の⥲㈍金㢠ࣝࣈ࣮ࢣる≉定㹔㹔㹄ࡅᅜにおࡀの㈍金㢠のྜィは，ᡃࣝࣈ࣮ࢣ

の大部ศを占ࡵていた。（査第７号証） 

８ 審査官ࡀ本件㐪行Ⅽの実行ᮇ間であると主ᙇしている平成１８年１２月１７

日から平成２１年１２月１６日ࡲでのᮇ間におࡅる被審人の富士電線㈍㈽に対す

る別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの上㢠は，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律施行令（昭和５２年ᨻ令第３１７号。以下「独占禁止法施行令」という。）

第５条第１項の規定に基づࡁ⟬定すると４０４൨２㸷５４２㸷８６である。 

㸷 被審人は，前記８のᮇ間を㏻ࡌ，㈨本金の㢠３ࡀ൨以下の会社であり，電線

の〇㐀業を主たる事業としてႠࢇでいた者である。 

第４ 本件のதⅬ 

１ 被審人は本件㐪行Ⅽの主యかྰか（தⅬ１） 

２ 被審人に「当ヱၟရ」（独占禁止法第７条の２第１項）の上㢠ࡀᏑᅾするか

ྰか（தⅬ２） 

第５ தⅬについての᪉の主ᙇ 

 １ தⅬ１（被審人は本件㐪行Ⅽの主యかྰか）について 

(1) 審査官の主ᙇ 

被審人は，富士電線㈍㈽を㏻ࡌて，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍業者に対して㈍

していた（以下，㈍業者に対して㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍する事業を「本件㈍

事業」という。）とこࢁ，ⴠྜらࡀ被審人の業ົとしてᮾ西ྜ同部会➼の会

ྜに出ᖍし，本件ྜពࡀᙧ成されるに⮳ったのであるから，被審人ࡀ本件㐪

行Ⅽの主యであることは᫂らかである。 

ලయ的には，以下のとおりである。 

 て本件㈍事業を行っていたことࡌ被審人は，富士電線㈍㈽を㏻   

以下の事実からすると，富士電線㈍㈽は被審人のゝࡤࢃᡭ㊊として本件㈍

事業を行っていたものであり，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻ࡌて本件㈍事

業を行っていたことは᫂らかである。 

   (㺏) 富士電線㈍㈽には被審人のពྥにして⮬由かつ⮬主的に事業άືを行

うవᆅࡀなかったこと 

被審人と富士電線㈍㈽とは，本ᗑᶵ⬟を᭷する事ົᡤを同一にしていた

富士電線㈍㈽の代表取締役社長ࡀかりでなく，被審人の代表取締役社長ࡤ
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をව௵していたことをጞࡵとして，被審人の役員ࡀ富士電線㈍㈽のての

役員をවࡲ，ࡡた，富士電線㈍㈽の従業員もて被審人からの出ྥ者であ

ったか，富士電線㈍㈽の株式においても被審人及び被審人の࣮ࢼ࣮࢜一

᪘のྜィ出㈨ẚ⋡は㸷ᙉにも上り，ࡑのవの株式についても上記の出ྥ

者によってᵓ成される社員ᣢ株会ࡀて保᭷するという関係にあった。 

のてを富士ࣝࣈ࣮ࢣた，被審人は，被審人において〇㐀した㹔㹔㹄ࡲ

電線㈍㈽に㈍し，かつ，富士電線㈍㈽も，被審人以እから㹔㹔㹄ࣈ࣮ࢣ

ࣝを㉎ධすることもなかった。ࡑの上，本᮶，独❧した法人間で⤒理及び

㈈ົの業ົ委クを↓ൾで行うことはおよࡑ⮬↛であるにもかかࢃらず，

被審人において富士電線㈍㈽の⤒理及び㈈ົの業ົࡀ対౯をᚓることなく

行ࢃれていた。 

このように，被審人と富士電線㈍㈽は，人的関係，㈨本関係及び取引関

係➼のあらࡺる㠃において⥭ᐦなつなࡀりをᣢっており，実㉁的に富士電

線㈍㈽は被審人に従ᒓする❧ሙであったと認ࡵられる。ࡑのたࡵ，富士電

線㈍㈽には，被審人のពྥにして⮬由かつ⮬主的に事業άືを行うవᆅ

なおよࡑᏑᅾしなかった。 

   (㺐) 被審人ࡀ本件㈍事業に関するពᛮ決定を行っていたこと 

被審人は，㈍業ົをᡤᤸする㈍部を置ࡁ，㈍部におࡅるලయ的な

㈍ᡭ㡰➼を決ࡵており，実㝿にも，被審人の事業年ᗘࡈと及び月ࡈとに

㈍ィ⏬を定ࡵて，当ヱィ⏬を㐙行するたࡵの᪉㔪について，社ෆ会㆟を

㛤ദして，本件㈍事業の᳨ウを行っていた。 

被審人の代表取締役社長は，社ෆ会㆟において，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍

౯᱁ࡸ㈍㔞といった㈍᪉㔪についてලయ的なᣦ♧をしており，ࡲた，

取引ඛの㑅定➼，本件㈍事業におࡅる㔜せ事項についての決ᶒ㝈を᭷

していた。 

このように，被審人は，⮬ら本件㈍事業に関するពᛮ決定を行ってい

た。 

   (㺑) 被審人ࡀ本件㈍事業を行う主యは被審人であることを対እ的に♧すな

 していたこと

௬に，被審人ࡀ本件㈍事業を行っていないのであれࡤ，被審人ࡀ㈍

主యとして対እ的に♧されることはありᚓない。しかし，被審人の代表取

締役社長らは，㈍業者と取引しているのは被審人であるとしてる⯙っ
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ていたか，被審人ࡀ本件㈍事業に用いられる施タをᘓタして被審人の

ྡ⛠を表記するなして，被審人ࡀ㈍業者及び同業社➼第୕者に対し

て，本件㈍事業を行う主యは被審人であるとして♧していた。 

   (㺒) ࡲとࡵ 

以上のことからすれࡤ，被審人ࡀ本件㈍事業を行っていたのであり，

富士電線㈍㈽は，被審人ࡀ⟇定した㈍ィ⏬をྵࡴ⤒Ⴀィ⏬及び被審人の

社ෆ会㆟において♧された᪉㔪にて従っており，これにして，⮬由か

つ⮬主的に本件㈍事業を行うことはでࡁなかった。 

したࡀって，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻ࡌて本件㈍事業を行っていた

ことは᫂らかである。富士電線㈍㈽は，被審人において⟇定された㈍ィ

⏬をྵࡴ⤒Ⴀィ⏬及び被審人の社ෆ会㆟において♧された᪉㔪に従って，

ゝࡤࢃ被審人のᡭ㊊として本件㈍事業を行っていたにすࡂない。 

被審人の業ົとして西の㹔㹔㹄部会及びᮾ西ྜ同部会に出ᖍし，ᮾࡀⴠྜ    

の㹔㹔㹄部会のෆᐜについてሗ࿌をཷࡅていたこと 

    (㺏) ⴠྜの⫋ົෆᐜ 

ⴠྜは，昭和４５年に被審人にධ社し，昭和４㸷年に被審人の㈍部に

㓄ᒓされたᚋ，平成１５年２月１日に被審人の取締役西日本㈍部部長に，

平成１８年２月１日に被審人の取締役Ⴀ業本部本部長に，平成２１年２月

１日に被審人の取締役㈍部⤫ᣓ部長になった。ࡲた，被審人の取締役Ⴀ

業本部本部長にᑵ௵して以㝆は，被審人の㈍ィ⏬，౯᱁ᨻ⟇➼のႠ業

⯡に関する業ົを⤫ᣓする᭱㧗㈐௵者として㈍業ົをᣦしていた。 

    (㺐) Ⴀ業部長⣭の者による会ྜの出ᖍ 

西の㹔㹔㹄部会は西༠⤌の㹔㹔㹄部会のሙを用して行ࢃれていたとこ

の会㈝を㈇ᢸしてࡑ被審人は，西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員であり，ࢁ

いたࡀ，富士電線㈍㈽は，西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員でも㈶ຓ部会員

でもなかった。 

このような事実からすれࡤ，ⴠྜは，被審人の業ົとして西の㹔㹔㹄部

会及びᮾ西ྜ同部会に出ᖍしていたとい࠼る。 

た，ᮾの㹔㹔㹄部会には，ⴠྜの部下で，被審人の取締役Ⴀ業本部ᮾࡲ

日本㈍部部長である㉥ᮌࡀ出ᖍしており，ⴠྜは，被審人の業ົとして，

㉥ᮌからᮾの㹔㹔㹄部会のෆᐜについてሗ࿌をཷࡅていたとい࠼る。 

 本件ྜពの主యであることࡀ被審人 ࢘   

 １１ 

 

以上のとおり，被審人は，㈍業ົをᡤᤸする㈍部を置ࡁ，富士電線㈍

㈽を㏻ࡌて㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍業者に対して㈍していたこと，ⴠྜは，

被審人のႠ業本部本部長ないし㈍部⤫ᣓ部長として，被審人の㈍ィ⏬，

౯᱁ᨻ⟇➼のႠ業⯡に関する業ົを⤫ᣓする᭱㧗㈐௵者として㈍業ົを

ᣦする❧ሙにあったこと，被審人は西༠⤌の㹔㹔㹄部会のᵓ成員であった

富士電線㈍㈽は西༠⤌の㹔㹔㹄部会のᵓ成員ではなかったことからすれ，ࡀ

被審人の業ົとしてᮾ西ྜ同部会➼の会ྜに出ᖍし，本件ྜពࡀⴠྜら，ࡤ

 。ᙧ成されるに⮳ったことは᫂らかであるࡀ

したࡀって，本件ྜពを行ったのは被審人と認ࡵられるから，本件㐪行

Ⅽの主యは被審人である。 

(2) 被審人の主ᙇ 

以下のとおり，被審人は本件㐪行Ⅽの主యではない。 

 本件㈍事業を行っていたことࡀ富士電線㈍㈽ 

  (㺏) 事業άືに伴う人件㈝及び⤒㈝は，当ヱ事業άືを行っている者ࡀ㈇ᢸ

するのࡀ㏻ᖖであるࡀ，富士電線㈍㈽は，同社の従業員の⤥及び本件㈍

事業に係る⤒㈝を㈇ᢸしていた（なお，ⴠྜは，被審人の役員であった

 。（。取っていなかったࡅ被審人から役員ሗ㓘はཷ，ࡀ

(㺐) ࡲた，富士電線㈍㈽は，被審人から㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣをධれていたとこ

のධ౯᱁に⮬社のㅖ⤒㈝をࡑをࣝࣈ࣮ࢣ㈍業者に対し，㹔㹔㹄，ࢁ

なࡁれを㈍でࡑ，┈をᚓられる一᪉でࡤれࡁた以上の౯᱁で㈍でࡏ

たとしても，ධ౯ࡁた，㈍でࡲ，ることになり࠼当↛ᅾᗜをᢪࡤれࡅ

᱁に⮬社のㅖ⤒㈝をຍ࠼た౯᱁以下でしか㈍でࡁなࡅれࡑ，ࡤのศのᦆ

ኻを被っていた。このように，本件㈍事業の┈をཷし，ࣜࢡࢫを㈇

ᢸしていたのは，富士電線㈍㈽であり，被審人ではない。 

    富士電線㈍㈽は，このようなࣜࢡࢫを㈇っているからこࡑ，ࡑのࣜࢡࢫ

をᅇ㑊しつつ，いかに┈を上ࡆるかというほⅬから，⮬らの判断で㈍

業者に対する㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍άືを行っていた。すなࡕࢃ，富士電

線㈍㈽は，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを被審人から㈙い取り，かつ，ࡑのධ౯᱁を

事ᚋ的にኚ᭦することはでࡁなかったとこࢁ，富士電線㈍㈽は，原ᮦᩱ౯

᱁，≉に㖡ᘓ್のኚືの≧ἣからணされる⩣月の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのධ

౯᱁，ᚓពඛの≧ἣ，➇ྜ社の≧ἣ➼を⪃៖し，⥅⥆的に┈を上ࡆて

いくたࡵ，月ึࡸࡵẖ㐌月᭙日の᪩ᮅࢢࣥࢸ࣮࣑におࡅるᮾ西の㈍部
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部長のᣦ♧ࡸ，ⴠྜཪはᮾ西各㈍部部長の㝶のᣦ♧を㏻ࡌ，⮬らの判

断で㈍業者に対する౯᱁改定を行い，㈍άືを行っていた。 

  (㺑) したࡀって，本件㈍事業を行っていたのࡀ富士電線㈍㈽であることは

᫂らかである。 

 ⴠྜらは富士電線㈍㈽の業ົとしてᮾ西ྜ同部会➼の会ྜに出ᖍしたこと 

前記のとおり，本件㈍事業を行っていたのは富士電線㈍㈽であり，ࡲ

た，ⴠྜらࡀᮾ西ྜ同部会➼の会ྜに出ᖍするたࡵの㏻㈝➼の㈝用は富士

電線㈍㈽の⤒㈝としてฎ理されていたとこࢁ，㏻㈝➼の⤒㈝はࡑれに係る

業ົを行った当事者において㈇ᢸするのࡀ㏻ᖖであるから，ⴠྜらは，被審

人ではなく，富士電線㈍㈽の業ົとしてᮾ西ྜ同部会➼の会ྜに出ᖍしたも

のである。 

って，本件ྜពの主యは，富士電線㈍㈽であって，被審人ではないࡀした ࢘

から，被審人は，本件㐪行Ⅽの主యではない。 

富士電線㈍㈽をᡭ㊊として本件㈍事業を行っࡀなお，審査官は，被審人 ࢚

ていたと主ᙇする。 

しかし，〇㐀ᶵ⬟と㈍ᶵ⬟をศ㞳独❧し，ࣉ࣮ࣝࢢ会社ෆで別ࠎの会社

のሙྜ，人的関係，㈨本関係及ࡑ，なくࡀࡲれをᢸう事例はᯛᣲにいとࡑࡀ

び取引関係に関㐃ᛶࡌ⏕ࡀるのは当↛である。 

の〇㐀する〇ရࡑ被審人からࡀ会社として，富士電線㈍㈽ࣉ࣮ࣝࢢ，たࡲ

を㉎ධし，ࡑれを㈍していた以上，୧社の事業㐠Ⴀに㐃ᦠᛶࡌ⏕ࡀるのは

当たり前であり，ࣉ࣮ࣝࢢ会社┦の関㐃ᛶࡸ事業άືの㐃ᦠᛶࡀ認ࡵられ

ることをもって，一᪉の会社ࡀ᪉の会社から独❧して事業㐠Ⴀを行ってい

ないというホ౯は当てはࡲらない。 

さらに，被審人ࡀ〇㐀する㹔㹔㹄１ࡀࣝࣈ࣮ࢣつのࢻࣥࣛࣈとして認▱さ

れていたことから，当ヱ〇ရࡸ施タの⤂に当たって，被審人ྡを表♧した

からといって，被審人ࡀ取引ඛに対する本件㈍事業を行っていたことにも

ならない。 

したࡀって，被審人ࡀ富士電線㈍㈽をᡭ㊊として本件㈍事業を行ってい

たとはい࠼ない。 

，被審人であったことをࡀた，審査官は，西༠⤌の㹔㹔㹄部会のᵓ成員ࡲ ࢜

ⴠྜࡀ被審人の業ົとして西の㹔㹔㹄部会及びᮾ西ྜ同部会に出ᖍしていた

ことの間᥋事実として主ᙇするࡀ，被審人ࡀ西༠⤌の㹔㹔㹄部会にຍධした
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のは富士電線㈍㈽ࡀタ❧される以前であり，富士電線㈍㈽ࡀタ❧されたᚋ，

西༠⤌の㹔㹔㹄部会の㈶ຓ部会員として㔜ࡡてຍධする࣓ࣜࢺࢵはないこと

から，西༠⤌の㹔㹔㹄部会にはࡑのࡲࡲ被審人ྡ⩏でຍධしていたにすࡂな

いのであり，こうした⤒⦋も㋃࠼ࡲれࡤ，西༠⤌の㹔㹔㹄部会に被審人ࡀຍ

┕していたからといって，ⴠྜらࡀ被審人の業ົとして西༠⤌の㹔㹔㹄部会

のሙを用して行ࢃれていた西の㹔㹔㹄部会に出ᖍしていたと᥎認すること

はㄽ理の㣕㌍ࡀある。     

 ２ தⅬ２（被審人に「当ヱၟရ」の上㢠ࡀᏑᅾするかྰか）について 

  (1) 審査官の主ᙇ 

 以下のとおり，被審人には≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの上㢠ࡀᏑᅾする。 

㐪行Ⅽの対㇟ၟရの⠊にᒓするၟရについては，当ヱ行Ⅽを行った事 

業者ཪは事業者ᅋయࡀ᫂♧的ཪは㯲♧的に当ヱ行Ⅽの対㇟からあ࠼て除እし

たこと，あるいは，これと同どしᚓるྜ理的な理由によって定ᆺ的に当ヱ行

Ⅽによるᣊ᮰から除እされていることを♧す≉ẁの事ࡀない㝈り，独占禁

止法第７条の２第１項にいう「当ヱၟရ」にヱ当する（公正取引委員会平成

１１年１１月１０日審決࣭公正取引委員会審決㞟第４６ᕳ１１㸷㡫ࠝᮾி↓

線࣮ࢩࢡࢱ༠同⤌ྜに対する件ࠞ）。 

被審人，ࢁであるとこࣝࣈ࣮ࢣ本件ྜពの対㇟となったၟရは≉定㹔㹔㹄    

本ࡀࣝࣈ࣮ࢣて㈍業者に対して㈍した別紙㹔㹔㹄ࡌ富士電線㈍㈽を㏻ࡀ

件㐪行Ⅽの対㇟ၟရである≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣにヱ当することは᫂らかで

あり，課徴金の⟬定対㇟とされる「当ヱၟရ」にヱ当する。 

これにຍ࠼て，被審人から富士電線㈍㈽に対する㈍౯᱁と富士電線㈍㈽

から㈍業者に対する㈍౯᱁とは，一᪉の౯᱁引上ࡀࡆ᪉の౯᱁にも㐃

ືするというⅬにおいて┦に関㐃するものであり，富士電線㈍㈽から㈍

業者の㈍౯᱁のᣊ᮰のຠᯝは，被審人から富士電線㈍㈽に対する㈍౯

᱁にも及ࡪものである。ࡑのことも㋃࠼ࡲれࡤ，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻

㇟は，本件㐪行Ⅽの対ࣝࣈ࣮ࢣて㈍業者に対して㈍した別紙㹔㹔㹄ࡌ

ၟရの⠊にᒓするၟရであって，かつ，ࡑの㐪行Ⅽによるᣊ᮰をཷࡅた

ၟရであるとい࠼，課徴金の⟬定対㇟とされる「当ヱၟရ」にヱ当すること

は，より一ᒙ᫂らかである。 

したࡀって，被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀある。 

なお，被審人は，本件排除措置命令において，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရは ࢘   
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別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのうࡕ取引ẁ㝵ࡀ「㈍業者に対して㈍される」もの

に㝈定されているから，被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀᏑᅾしないと主

ᙇするࡀ，本件排除措置命令において，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရについて「㈍

業者に対して㈍される」との㝈定を付しているのは，本件㐪行Ⅽの対

㇟ၟရを別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのうࡕ㈍業者（つࡲり電ᮦᗑཪはᑓ業ᗑ）を

⤒由してὶ㏻するものに㝈定する㊃᪨であり，別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのうࡕ取

引ẁ㝵ࡀ「㈍業者に対して㈍される」ものに㝈定する㊃᪨ではないから，

被審人の上記主ᙇはኻ当である。 

㐪行Ⅽ者であったとしても，富士電線ࡀた，被審人は，௬に被審人ࡲ (㺏)࢚   

㈍㈽もࡲた㐪行Ⅽ者であるとこࢁ，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရである㈍

業者に対して㈍される別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣにヱ当するのは富士電線㈍㈽

であり，㐪行Ⅽ者であるࣝࣈ࣮ࢣ㈍業者に対し㈍する別紙㹔㹔㹄ࡀ

被審人と富士電線㈍㈽との間の取引に係る別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣはこれにヱ

当しないから，被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀないと主ᙇする。 

(㺐) しかし，以下のとおり，富士電線㈍㈽は本件の㐪行Ⅽ者でないから，

前記(㺏)の被審人の主ᙇは前提をḞࡁ，ኻ当である。 

     㹟 本件㈍事業に関するពᛮ決定を行っていたのは被審人である一᪉，

富士電線㈍㈽には被審人のពྥにして⮬由かつ⮬主的に事業άືを行

うవᆅはなく，富士電線㈍㈽は，ゝࡤࢃ被審人のᡭ㊊として本件㈍事

業を行うにすࡂなかった。 

た，富士電線㈍㈽は西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員でも㈶ຓ部会員ࡲ

でもなかったのであるから，西༠⤌の㹔㹔㹄部会のሙを用して行ࢃれ

た西の㹔㹔㹄部会に出ᖍしていたⴠྜは，被審人の業ົとして出ᖍして

いたのであり，本件ྜពࡀᙧ成されたᮾ西ྜ同部会にも，被審人の業ົ

として出ᖍしていたことは᫂らかである。 

したࡀって，富士電線㈍㈽は，本件ྜពに関し，「ពᛮの㐃⤡」の主

యとはなりᚓない。 

     㹠 富士電線㈍㈽は，本件ྜពとは↓関係に，被審人のពྥにして⮬由

かつ⮬主的に事業άືを行うことࡀでࡁないというไ⣙をཷࡅており，

被審人から本件ྜពのෆᐜにἢった≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍行Ⅽに関

する᪉㔪を♧されたሙྜには，ࡑれに従ࡊࢃるをᚓなかったのである。

このように，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍行Ⅽについて富士電線㈍㈽ཷࡀ
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被審人を，ࡀていた本件ྜពによるᣊ᮰ࡅཷࡀていたᣊ᮰は，被審人ࡅ

㏻ࡌて間᥋的に及ࢇでいたものにすࡂない。 

したࡀって，富士電線㈍㈽は，の㐪行Ⅽ者との間で，「┦にࡑ

の事業άືをᣊ᮰」していたとは認ࡵられない。 

     㹡 以上のとおり，富士電線㈍㈽は，当な取引ไ㝈のせ件を‶たしてい

ないから，本件の㐪行Ⅽ者となることはない。 

(㺑) ࡲた，ࡑもࡑも，被審人に課徴金の⟬定対㇟とされる「当ヱၟရ」の

上㢠ࡀᏑᅾする以上，独占禁止法第７条の２第１項により，被審人には課

徴金の納付ࡀ命ࡌられなࡅれࡤならず，この⤖ㄽは，被審人のࡀࡳ㐪行

Ⅽ者であるか，被審人及び富士電線㈍㈽の᪉ࡀ㐪行Ⅽ者であるかによ

って␗なるものではない。 

(2) 被審人の主ᙇ 

以下のとおり，被審人ࡀ本件㐪行Ⅽの主యであるとしたሙྜであっても，

被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀᏑᅾしないから，被審人に対して課徴金を

課すことはでࡁない。 

のࣝࣈ࣮ࢣ本件排除措置命令において，㐪行Ⅽの対㇟ၟရは別紙㹔㹔㹄    

うࡕ取引ẁ㝵ࡀ「㈍業者に対して㈍される」ものに㝈定されており，こ

のように取引ẁ㝵を㝈定された別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣに被審人から富士電線㈍

㈽に対して㈍される別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣはྵࡲれないから，被審人には「当

ヱၟရ」の上㢠ࡀᏑᅾしない。 

なお，審査官は，被審人から富士電線㈍㈽に対する㈍౯᱁と富士電線㈍

㈽から㈍業者に対する㈍౯᱁ࡀ┦に㐃ືしていることから，㈍業者

に対する㈍౯᱁のᣊ᮰のຠᯝࡀ被審人から富士電線㈍㈽に対する㈍౯

᱁にも及ࡪとして，被審人ࡀ富士電線㈍㈽に対して㈍する別紙㹔㹔㹄࣮ࢣ

 。れると主ᙇするࡲも「当ヱၟရ」にྵࣝࣈ

しかし，被審人から富士電線㈍㈽に対する㈍౯᱁と富士電線㈍㈽から㈍

業者に対する㈍౯᱁ࡀ㐃ືしていることを♧す証拠はなく，ࡏいࡐい୧

౯᱁ࡀ↓関係に決定されるものではないことを♧す証拠ࡀあるにとࡲる。 

したࡀって，被審人の富士電線㈍㈽に対する別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に

つࡁ，㈍業者に対する㈍と同どでࡁるࡅࡔの≉ẁの事はᏑᅾࡏず，被

審人には㈍業者に対して㈍する別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣ，すなࡕࢃ≉定㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの上㢠ࡀᏑᅾしないから，被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀ

 １６ 



 

Ꮡᅾしない。 

  ，ྍḞであり，かつࡀには，富士電線㈍㈽のᏑᅾࡵ本件ྜពを実行するた    

富士電線㈍㈽の従業員ࡀ本件ྜពࡀᙧ成された会ྜに出ᖍしていたことはத

いࡀない。≉に本件では，本件ྜពをᙧ成していたⴠྜらは，法的には被審

人及び富士電線㈍㈽の୧社の従業員であり，ປົの対౯である⤥を㈇ᢸし

ていたのは富士電線㈍㈽であったから，同人らの業ົは富士電線㈍㈽の業ົ

として⪃࠼るのࡀ⮬↛である。したࡀって，௬に被審人ࡀ㐪行Ⅽ者であっ

たとしても，同に富士電線㈍㈽もࡲた本件ྜពの主యとして㐪行Ⅽ者で

あったと⪃ࡊ࠼るをᚓない。 

のሙྜ，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရは㈍業者に対して㈍するࡑ，してࡑ

別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣであるとこࢁ，これにヱ当するのは富士電線㈍㈽ࡀ㈍

業者に対して㈍する別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣであり，㐪行Ⅽ者間の取引，す

なࡕࢃ被審人と富士電線㈍㈽との間の取引に係る別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣはこれ

にヱ当しない（平成７年（納）第７㸷号࣭公正取引委員会審決㞟第４１ᕳ３

８８㡫ࠝ大ᆺ࣮ࣛ࢝ᫎീ置の〇㐀業者及び㈍業者に対する件ࠞཧ↷）か

ら，被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀない。 

第６ 審判官の判断 

１ தⅬ１（被審人は本件㐪行Ⅽの主యかྰか）について 

 (1) 認定事実 

前記第３の事実及び証拠（各項ᮎᑿにᣓᘼ᭩ࡁでᥖ記）によれࡤ，以下の事

実ࡀ認ࡵられる。 

 ➼被審人と富士電線㈍㈽との間の㈨本関係，人的関係，取引関係 

富士電線㈍㈽の実㝿の本ᗑᶵ⬟をႠࡴ事業ᡤのᡤᅾᆅࡀ被審人の本ᗑᡤᅾ

ᆅと同ᡤにあったこと，富士電線㈍㈽の株式は，被審人ࡀ⣙㸷㸬１５ࢭ࣮ࣃ

，を保᭷しࢺࣥࢭ࣮ࣃ⣙８３㸬０７ࡀ一᪘࣮ࢼ࣮࢜を保᭷し，被審人のࢺࣥ

のవを社員ᣢ株会（ᚋ記のとおり，富士電線㈍㈽の従業員はて被審人かࡑ

らの出ྥ者であった。）ࡀ保᭷していたこと，富士電線㈍㈽の代表取締役社

長は，被審人の代表取締役社長ࡀව௵し，富士電線㈍㈽のࡑのの役員も被

審人の役員ࡀව௵していたこと，富士電線㈍㈽では独⮬に従業員を᥇用して

おらず，富士電線㈍㈽の従業員はて被審人からの出ྥ者であったこと，富

士電線㈍㈽の従業員は被審人のᑵ業規則及び㈤金規則の適用をཷࡅることと

されており，被審人ࡀ富士電線㈍㈽の従業員のゎ㞠ᶒを᭷し，被審人ࡀ富士
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電線㈍㈽の従業員の⤥の㎸ᡭ⥆を行っていたこと，被審人はࡑの〇㐀し

た㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを富士電線㈍㈽に㈍しており，富士電線㈍㈽もࡑ

の㈍する㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを被審人から㉎ධしてこれを㈍業者に㈍

していたことは，前記第３の１(4)及び同２のとおりである。 

 被審人の㈍部 

(㺏) 被審人の⤌⧊においては，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの〇㐀➼の業ົをศᤸする〇

㐀部のかに，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍➼の業ົをศᤸする㈍部（西日本

㈍部，ᮾ日本㈍部）ࡀᏑᅾしていた。被審人の㈍部にᡤᒓする従業

員は，員，被審人にᅾ⡠したࡲࡲ富士電線㈍㈽に出ྥし，出ྥඛの富士

電線㈍㈽においても被審人におࡅる役⫋と同ᵝの役⫋にᑵいていた。 

(㺐) 被審人は，㈍部に関し，「業ົศᤸ規⛬（㈍部）」（査第㸷号証）

及び「㈍⟶理規⛬（㈍部）」（査第６４号証）をไ定していた。 

「業ົศᤸ規⛬（㈍部）」においては，㈍部の業ົとして「〇ရの

ᢸ当ᆅᇦにおࡅる㈍（代理ᗑ，ၥᒇྥ㈍）୪びにこれに関㐃するぢ✚，

ཷὀዎ⣙➼の業ົ」ࡀᣲࡆられており，㈍業者に対する㈍については，

被審人の㈍部の業ົとされていた。 

た，「㈍⟶理規⛬（㈍部）」においては，被審人の㈍部のႠ業ࡲ

άືࡀ㈍ᙧែによりᅾᗜရ㈍とཷὀ⏕⏘ရ㈍に༊ศされ，同部にお

いて，ᅾᗜရ㈍においては，業ົ課ࡀ⏕⏘ᡭ㓄を行うこと，Ⴀ業ᢸ当者

てᚓពඛに提出するࡌ౯᱁表をస成し，部長の確認をᚓたᚋ，ᚲせにᛂࡀ

こと，業ົ課ࡀዎ⣙ෆᐜの確認，ཷὀ⚊及び㓄㐩原⚊のⓎ行୪びに納ရ᭩

の㏦付を行うこと，ὶ㏻ࢫࣅ࣮ࢧᢸ当者ࡀ㓄㐩原⚊に基づࡁᚓពඛに納ရ

することとされており，ཷὀ⏕⏘ရ㈍においては，Ⴀ業ᢸ当者ࡀᚓពඛ

よりせ求事項を確認したᚋ，業ົ課にぢ✚り౫㢗を行い，業ົ課ࡀぢ✚原

案をస成し，部長のᢎ認をᚓたᚋぢ✚りをし，ࡑの㝿ᚲせࡀあれࡤぢ✚᭩

をస成すること，ぢ✚᭩に基づいてᚓពඛと΅を行い決定する౯᱁は，

ᗘ部長の決をᚓなࡅれࡤならないこと，Ⓨὀᩘ㔞及び納ᮇのኚ᭦ࡀあ

った㝿には，┤ࡕにኚ᭦ෆᐜを確認し，部長のᢎ認をᚓたᚋ，⏕⏘部㛛に

㏦ること，Ⴀ業ᢸ当者ཷࡀὀ⚊をⓎ行すること，業ົ課ཷࡀὀ⚊ཷ㡿ᚋ，

〇స౫㢗ఏ⚊をⓎ行し，⏕⏘部㛛に⏕⏘を౫㢗すること，業ົ課ࡀ㓄㐩原

⚊のⓎ行及び納ရ᭩の㏦付を行い，ὶ㏻ࢫࣅ࣮ࢧᢸ当者ࡀ㓄㐩原⚊の࣮ࢹ

⛬ᚓពඛに納ရすることとされていた。さらに，「㈍⟶理規ࡁに基づࢱ
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（㈍部）」においては，被審人の㈍部は，Ⴀ業άືに付㝶して，ⱞ

ฎ理，請求᭩確認及びⓎ㏦，ࢢࣥࢸࢣ࣮࣐及び市ሙ調査，年ᗘィ⏬及び

月次ィ⏬のస成➼の業ົを行うこととされていた。 

(㺑) このように，被審人は，ࡑの社ෆに㈍業者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍

をᢸ当する⤌⧊を置ࡲ，ࡁた，㈍業者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に関す

る社ෆ規⛬をタࡅていた。 

(㺒) なお，「㈍⟶理規⛬（㈍部）」においては，「ᅾᗜရ㈍のᡭ㡰」

の「⏕⏘ᡭ㓄」の⟠ᡤにおいて，「㈍部業ົ課は，ẖ月２５日㡭に㐣ཤ

の出Ⲵࡸࢱ࣮ࢹႠ業ᢸ当からのᚓពඛሗ୪びに⩣月の㈍ィ⏬に基づࡁ

出Ⲵ㔞をண したᚋ，適正ᅾᗜを⥔ᣢするⅭの⏕⏘ᡭ㓄を〇㐀部⏕⏘⟶理

課⏕⏘౫㢗を用いて行う。⏕⏘౫㢗提出ᚋに，ቑ㔞ࡸ᪂規ᡭ㓄のᚲせࡀ

，たሙྜには，〇స౫㢗ఏ⚊を用いて，㏣ຍの⏕⏘ᡭ㓄を行う。」とࡌ⏕

適正ᅾᗜを⥔ᣢするたࡵの規定ࡀ置かれていた。 

（査第１号証，第８号証ないし第１３号証，第１７号証，第６４号証） 

 Ⴀィ⏬の⟇定及び社ෆ会㆟の㛤ദ⤒ ࢘  

被審人は，以下のとおり，社ෆ規⛬に基づࡁ㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍ィ⏬を

ࡈて月࠼ࡲ年ᗘ⤒Ⴀィ⏬及び長ᮇ⤒Ⴀィ⏬を⟇定し，年ᗘ⤒Ⴀィ⏬を㋃ࡴྵ

とに各部㛛の月次ィ⏬を⟇定し，これらの⤒Ⴀィ⏬を㐙行するたࡵの社ෆ会

㆟（月次ィ⏬会㆟，⤒Ⴀ会㆟及びᖿ部会㆟）を㛤ദしていた。 

   (㺏) ⤒Ⴀィ⏬の⟇定 

    㹟 年ᗘ⤒Ⴀィ⏬ 

被審人は，社ෆ規⛬に基づࡁ，年ᗘࡈとに被審人の㈍部をྵࡴ各部

㛛におࡅる部㛛ィ⏬を取りࡲとࡵた年ᗘ⤒Ⴀィ⏬を⟇定していた。被審

人の各部㛛長は，年ᗘ⤒Ⴀィ⏬の⟇定に当たり，代表取締役社長の♧し

た年ᗘ基本目ᶆ，年ᗘ᪉㔪及び部㛛᪉㔪を㋃࠼ࡲて，⮬部㛛におࡅる業

ົィ⏬をస成することとされており，年ᗘ⤒Ⴀィ⏬は，ᖿ部会㆟におい

て代表取締役社長から「ᚲず実行してもらいたい」，「❧てたィ⏬は１

００㸣㐩成するか，ᝏくてもs５㸣の⠊ᅖෆにおさࡵていくࡁ」と㏙

各部㛛の事業άືをᣊ᮰するලయ的なィ⏬としてタ定さ，られるな

れていた。（査第２０号証ないし第２２号証，第１０１号証） 

被審人の年ᗘ⤒Ⴀィ⏬のうࡕ㈍部部㛛ィ⏬及び⤒理部部㛛ィ⏬は，

以下のとおりである。 

 １㸷 

 

     (a) ㈍部部㛛ィ⏬ 

被審人の㈍部は，㈍部部㛛ィ⏬（平成１８年ᗘないし平成２０

年ᗘの年ᗘ⤒Ⴀィ⏬においてはႠ業本部部㛛ィ⏬をいう。以下同ࡌ。），

西日本㈍部部㛛ィ⏬，ᮾ日本㈍部部㛛ィ⏬を⟇定していた。 

被審人の㈍部部㛛ィ⏬には，当ヱ年ᗘの上㧗，㈍㖡㔞及び⢒

のࡑれࡒれの実⦼とぢ㎸ࡳにຍ࠼，⩣年ᗘの㈍ィ⏬も♧されてお

り，⩣年ᗘの㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣ➼に係る月別の㈍㖡㔞及び上金㢠の

ィ⏬ࡅࡔでなく，月別の⢒のィ⏬，さらには，⤒㈝をᕪし引いた被

審人の㈍部の┈のィ⏬も♧されていた。ࡲた，西日本㈍部部㛛

ィ⏬及びᮾ日本㈍部部㛛ィ⏬には，ᮾ西各㈍部及びᮾ西各㈍部

ෆの㈍課ࡈとの㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣ➼の〇ရ別の年間㈍㖡㔞及び上

金㢠に係るィ⏬➼୪びに当ヱィ⏬を㐩成するたࡵの部⨫ࡈとのලయ的

な実施ィ⏬➼ࡀ記㍕されていた。 

これらの㈍ィ⏬の࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࣒ࢱは，て被審人の事業年ᗘ

である２月１日から⩣年１月３１日ࡲででィ⏬されていた（これに対

し，富士電線㈍㈽の事業年ᗘは，㸷月１日から⩣年８月３１日ࡲでで

あった。）。 

（査第１６号証，第２３号証ないし第３６号証） 

     (b) ⤒理部部㛛ィ⏬ 

被審人の⤒理部ࡀస成している部㛛ィ⏬には，富士電線㈍㈽のศを

記㍕ࡀてമᶒ⟶理（金のᅇ➼），⤒㈝⟶理➼に関する事項ࡵྵ

されており，被審人の⤒理部ࡀ富士電線㈍㈽のമᶒ⟶理（金のᅇ

➼），⤒㈝⟶理➼を行っていた。（査第３７号証ないし第４１号証） 

    㹠 長ᮇ⤒Ⴀィ⏬ 

被審人は，平成２０年３月１７日，平成２０年ᗘから平成２４年ᗘࡲ

での୰ᮇ⤒Ⴀィ⏬を⟇定していたとこࢁ，同ィ⏬において，୰ᮇᩘ್目

ᶆとして，㈍部の上目ᶆ，㖡㔞目ᶆを⟇定し，事業別୰ᮇᡓ␎のう

目ᶆ㖡㔞を，࢙ࢩ〇ရ別に目ᶆ➼ࣝࣈ࣮ࢣ市㈍事業として，㹔㹔㹄ࡕ

⟇定し，部㛛別୰ᮇ実行ィ⏬として，被審人の㈍部をᮾ日本㈍部と

西日本㈍部にศࡅて，ࡑれࡒれの実行ィ⏬を⟇定していた。（査第４

２号証） 

     㹡 月次ィ⏬ 
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被審人の㈍部は，原則ẖ月２５日㡭に㛤ദされる月次ィ⏬会㆟に当

たり，当月の実⦼ぢ㎸ࡳ，⩣月の㈍ィ⏬案，⩣月の⏕⏘せ求案に係る

㈨ᩱを‽備することとされていた。ࡑして，被審人の㈍部は，⩣月の

㈍ィ⏬案として，「月次ィᩘィ⏬」と⛠するィ⏬（以下「㈍部月次

ィᩘィ⏬」という。）を⟇定していたࡀ，㈍部月次ィᩘィ⏬は，㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの⩣月の㈍㖡㔞，㈍金㢠，⢒及びࣥࢺ当たりの༢౯に

ついてのලయ的なᩘ್をྵࡴものとなっていた。（査第４３号証，第１

０２号証，審第１１号証） 

    (㺐) 社ෆ会㆟の㛤ദ 

     㹟 月次ィ⏬会㆟ 

月次ィ⏬会㆟は，原則ẖ月２５日㡭に，月次の⏕⏘࣭㈍ィ⏬స成の

たࡵに行ࢃれる会㆟であり，㈍部からは㈍⤫ᣓ部長，西日本㈍部

部長，ᮾ日本㈍部部長，業ົ課長ࡀᵓ成員として当ヱ会㆟に出ᖍして

いた。 

月次ィ⏬会㆟では，各部㛛の当月ィ⏬に対する実⦼ぢ㎸ࡳとࡑの┬，

⩣月ィ⏬のཧ⪃にすࡁሗとして，原ᮦᩱືྥ，㟂せືྥ，౯᱁

ືྥ，同業社のືྥࡀヰしྜࢃれ，㈍ィ⏬，⏕⏘ィ⏬➼各部㛛の⩣

月ィ⏬の審㆟᳨࣭ウࡀなされていた。㈍部の関係では，㈍部月次ィ

ᩘィ⏬についての審㆟᳨࣭ウも行ࢃれていた。 

月次ィ⏬会㆟におࡅる᳨ウを⤒てస成した月次ィ⏬案は，⩣㐌に㛤ദ

される⤒Ⴀ会㆟で提㆟し，被審人の代表取締役社長の決をᚓることと

されており，ᢎ認ᚋのィ⏬᭩は関係部長に㓄ᕸされていた。 

（査第１１号証，第１７号証，第４３号証，審第１１号証） 

     㹠 ⤒Ⴀ会㆟ 

⤒Ⴀ会㆟は，原則ẖ㐌月᭙日の༗ᚋ１㡭に，会社の基本᪉㔪に基づ

いて⯡的業ົᇳ行᪉㔪，⤒Ⴀィ⏬及び㔜せな業ົの実施に関し༠㆟し

決定するたࡵに行ࢃれる会㆟であり，被審人にᅾ⡠し，ᖖする部長以

上及びࡑの代理の⫋にある者ࡀᵓ成員として出ᖍしていた。 

⤒Ⴀ会㆟では，月次ィ⏬の㐍ᤖ≧ἣの確認，ᚋの⏕⏘ィ⏬ࡸ㈍目

ᶆのタ定，ᚲせにᛂࡌて被審人の代表取締役社長からⓎゝཪはᣦ♧ࡀ行

 。れていたࢃ

た，月ᮎの⤒Ⴀ会㆟では，月次ィ⏬会㆟においてస成された⩣月のࡲ
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㈍ィ⏬➼の月次ィ⏬案について審㆟ࡀ行ࢃれていた。 

（査第１１号証，第１７号証，第４３号証，第４４号証） 

     㹡 ᖿ部会㆟ 

ᖿ部会㆟は，原則ẖ月第１月᭙日の༗ᚋ５㡭に，被審人の各部㛛の

主௵⣭以上の者ࡀ出ᖍし，部長⣭の者ࡀ前月の業⦼と当月のィ⏬をሗ࿌

し，主௵➼ࡑࡀのሗ࿌に対して㉁をするというものであった。（査第

１１号証，第１７号証） 

     㹢 ㆟事録 

⤒Ⴀ会㆟及びᖿ部会㆟の㆟事録は，て被審人の⏬⟶理部ཪは⥲ົ

部のྡ⩏でస成されていた。（査第４５号証ないし第５５号証，第㸷５

号証，第１０３号証ないし第１０６号証，第１０８号証ないし第１１０

号証，第１１２号証ないし第１１㸷号証，第１２２号証，第１２㸷号証，

第１３０号証） 

 ♧被審人の代表取締役社長による㈍部に対するᣦ ࢚   

被審人の代表取締役社長は，⤒Ⴀ会㆟ࡸᖿ部会㆟➼の社ෆ会㆟において，

被審人の㈍部に対し，平成１８年におࡅる㖡ᘓ್の㧗㦐に関して，࢙ࢩ

よりも್上ࡆをඃඛするようにᣦ♧をしたり，平成１㸷年４月の㖡౯᱁上᪼

に関して，㈍業者の౯᱁㌿᎑を行って್上ࡆをᚭᗏするようにᣦ♧した

り，平成２０年３月に㈍業者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍㐍ᤖ≧ἣࡀⰋくな

い୰で್上ࡆをඃඛするか，㈍㔞をඃඛするかᛮ案しているとのሗ࿌に対

し，㈍㔞をඃඛすࡁとのᣦ♧をしたり，平成２０年５月におࡅる㈍業

者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍㐍ᤖ≧ἣࡀⰋくないことをཷࡅ，㈍≧ἣࡀⱞ

しい୰でも㈍業者に対し᭱ప１は㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの್上ࡆをするように

ᣦ♧したりするな，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍業者の㈍౯᱁ࡸ㈍㔞につ

いて，ලయ的なᣦ♧を行っていた。（査第４５号証，第４６号証，第４８号

証ないし第５２号証，第５４号証，第１０３号証ないし第１０５号証，第１

０８号証，第１０㸷号証） 

事業᪉㔪として一య的に᳨ウࡀ被審人の社ෆ会㆟➼において〇㐀及び㈍ ࢜ 

されていたこと 

前記࢘(㺐)㹟のとおり，月次ィ⏬会㆟では，各部㛛の当月ィ⏬に対する実

⦼ぢ㎸ࡳとࡑの┬，⩣月ィ⏬のཧ⪃にすࡁሗとして，原ᮦᩱືྥ，

㟂せືྥ，౯᱁ືྥ，同業社のືྥࡀヰしྜࢃれ，㈍ィ⏬，⏕⏘ィ⏬➼
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各部㛛の⩣月ィ⏬の審㆟᳨࣭ウࡀ行ࢃれていた。 

ᖿ部会㆟➼の社ෆ会㆟におࡸた，被審人の代表取締役社長は，⤒Ⴀ会㆟ࡲ

いて，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣに関して，ᮦᩱ౯᱁の㧗㦐にᛂࡌた್上ࡀࡆཝしい≧

ἣに㚷ࡳ，被審人の㈨ᮦ部に対しᮦᩱのධれにおࡅるࣥ࢘ࢲࢺࢫࢥをᅗる

ようᣦ♧し，被審人の㈍部に対し್上ࡆをᣦ♧したり，被審人の〇㐀部，

㈍部及び㈨ᮦ部に対し，㐃ᦠを取りなࡀら，被審人の㈨ᮦ部ࡀධれる㖡

の౯᱁にᛂࡌて，被審人の〇㐀部の⏕⏘㔞と被審人の㈍部の㈍業者の

㈍㔞を調整することをᣦ♧したり，被審人の〇㐀部に対し，〇㐀㔞とのࣂ

の㈍㔞被審人の㈍部に対して㈍業者，ࡤれࡅᑡなࡀで㈍㔞ࢫࣥࣛ

をቑࡸすようにാࡁかࡅるようᣦ♧したり，⤒㈝の๐ῶをᣦ♧したりしてい

た。 

さらに，被審人の〇㐀部は，被審人の㈍部に対し，㈍業者のより一

ᒙの✚ᴟ的な㈍をಁしたり，一᪉で，被審人の㈍部は，被審人の〇㐀部

に対し，㈍業者の㈍≧ἣを理由に，被審人の〇㐀部の出日をኚ᭦す

ることを提案したり，ῶ⏘のせᮃを行ったりするなし，これをཷࡅて，被

審人の〇㐀部ࡀ月次の⏕⏘ィ⏬のኚ᭦を行うこともあった。 

このように，被審人の社ෆ会㆟➼では，〇㐀部，㈍部，㈨ᮦ部，⤒理部

な被審人の各部㛛を㊬いで，〇㐀事業と㈍事業とをࡑれࡒれ切りศࡏࡅ

ずに，一య的に事業の᳨ウࡀなされていた。 

（査第１１号証，第１７号証，第４７号証，第５５号証，第㸷５号証ない

し第１００号証，第１０６号証，第１０８号証，第１１０号証ないし第１２

２号証，審第㸷号証の３） 

 被審人の代表取締役社長による決 ࢝ 

被審人の「⛺㆟決ᡭ⥆規⛬」において，被審人の代表取締役社長は，㈍

取引ඛの㑅定，取引㝈ᗘᯟቑ㢠⏦請➼について決ᶒを᭷することとされ

ていた。ࡑして，実㝿にも，᪂規取引ඛの㑅定，取引ඛに対するࣜࢺ࣮࣋の

౪，取引条件のኚ᭦及びࡑれに伴う⌧金Ṍ引ࡁ，取引㝈ᗘᯟのቑ㢠➼㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に係る主せな事項についての⛺㆟᭩ࡀ，被審人の代表取締

役社長にఛいを❧てるたࡵに被審人ෆでᅇぴされており，被審人の代表取締

役社長は，被審人の⤒理部長➼のᢎ認を⤒た上で，これらの⛺㆟᭩の決を

行っていた。（査第５６号証ないし第６３号証） 

 富士電線㈍㈽の⤒理及び㈈ົ ࢟   
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前記第３の２(4)のとおり，富士電線㈍㈽には⤒理及び㈈ົの業ົをᢸ当す

る部㛛ࡀᏑᅾࡏず，被審人の⤒理部ࡀ↓ൾで富士電線㈍㈽の⤒理及び㈈ົの

業ົを行っていた。 

 ➼㈍業者らに対するる⯙い ࢡ   

    (㺏) ᅉᖭ電ᶵ大阪ぶ༠会の会員ࡀ被審人となっていたこと 

      ᅉᖭ電ᶵは，被審人の〇㐀に係る㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㉎ධしている㹔㹔㹄

ᅉᖭ電ᶵの「㔜Ⅼ㈍をᚿྥするඃ⚽な，ࡀの㈍業者であるࣝࣈ࣮ࢣ

ධඛ」を会員とする「ᅉᖭ電ᶵ大阪ぶ༠会」と⛠する会ࡀ⤖成されていた。

して，被審人は，同会の会員となっている一᪉で，ᅉᖭ電ᶵのᙧ式上のࡑ

取引┦ᡭである富士電線㈍㈽は，同会の会員となっていなかった。 

において，被審人の代表取締役社長永ࢺࢫた，同会のྡ⡙及び役員ࣜࡲ

野隆彦は，富士電線㈍㈽ではなく被審人の代表取締役社長として，ⴠྜは，

富士電線㈍㈽ではなく被審人の㈍部取締役⤫ᣓ部長ཪは取締役Ⴀ業本部

本部長として，ࡑれࡒれ記㍕されていた。 

（査第１２７号証，第１２８号証） 

    (㺐) ⴠྜのྡ่ 

ⴠྜは，被審人の㈍部⤫ᣓ部長な，被審人におࡅるႠ業⯡に関す

る業ົを⤫ᣓする᭱㧗㈐௵者であることを♧す⫪᭩ࡁを記㍕したྡ่を᭷

しており，⮬ᕫの㒔ྜにᛂࡌて，同ྡ่と富士電線㈍㈽におࡅる⫪᭩を記

㍕したྡ่をいศࡅていた。（ⴠྜⱱཧ⪃人審ᑜ㏿記録） 

    (㺑) ࢺࢧࣈ࢙࢘におࡅる対እ的表♧ 

被審人のࢺࢧࣈ࢙࢘には，「ὶ㏻࣭ࢫࣅ࣮ࢧにおࡅるရ㉁保証」との

表㢟の下に，「ὶ㏻࣭ࢫࣅ࣮ࢧ㠃におࡅる当社の≉長は，ఱとゝっても〇

ရのᅾᗜ㔞のከさと，ࡑのၟရを確実におᐈᵝのඖおᒆࡅする㓄㏦ࢫࢩ

です。おᐈᵝかࢫࣅ࣮ࢧ⣽かな࣓࢟さらにはこれらのሗに関する，࣒ࢸ

らのࠗすࡄḧしい࠘というኌに対して，ᅾᗜの᭷↓を༶ᗙにᅇ⟅でࡁる

㹙ᅾᗜ⟶理࣒ࢸࢫࢩ㹛，ࡑの日のෆに出Ⲵでࡁる㹙㓄㏦࣒ࢸࢫࢩ㹛，おᐈ

ᵝのᡭඖに間㐪いなくᒆくように，出Ⲵした〇ရを㏣㊧する㹙ၟရ㏣㊧ࢩ

上にྥࢫࣅ࣮ࢧるようにࡅおᐈᵝに‶㊊して㡬，࠼㹛➼のែໃを整࣒ࢸࢫ

取り⤌ࢇでおりࡲす。」なの本件㈍事業に関する記㍕ࡀタࡅられてい

た。（査第１３７号証） 

    (㺒) ≀ὶ࣮ࢱࣥࢭの施タྡ⛠の表記，ᘓタに係る⤒⦋➼ 
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㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのᅾᗜ⟶理業ົࡸ㈍業者の出Ⲵ業ົといった㈍業

ົは，被審人の≀ὶ࣮ࢱࣥࢭと⛠する施タཪは被審人のὶ㏻ࣥࢭࢫࣅ࣮ࢧ

の正㠃に࣮ࢱࣥࢭして，≀ὶࡑ。れていたࢃと⛠する施タにおいて行࣮ࢱ

は「富士電線工業株式᭳社≀ὶ࣮ࢱࣥࢭࢫࣅ࣮ࢧ」，ὶ㏻ࢱࣥࢭࢫࣅ࣮ࢧ

࣮の正㠃には「富士電線工業株式᭳社ὶ㏻࣮ࢱࣥࢭࢫࣅ࣮ࢧ」と被審人の

 。表♧されていたࡀ⛠ྡ

≀ὶ࣮ࢱࣥࢭは，被審人の㈍部におࡅるᅾᗜ⟶理業ົࡸ出Ⲵ業ົとい

った㈍業ົに用いるたࡵに被審人ࡀᘓタした施タであり，ࡑのᡤ᭷ᶒは

被審人ࡀ᭷していた。 

（査第２４号証ないし第２６号証，第１３４号証ないし第１３６号証，

ⴠྜⱱཧ⪃人審ᑜ㏿記録） 

 ⴠྜの⫋ົෆᐜ ࢣ   

ⴠྜは，被審人において，平成１８年２月１日から取締役Ⴀ業本部本部長

として，平成２１年２月１日から取締役㈍部⤫ᣓ部長として，被審人の㈍

ィ⏬，౯᱁ᨻ⟇➼のႠ業⯡に関する業ົを⤫ᣓする᭱㧗㈐௵者として㈍

業ົをᣦする❧ሙにあった。（査第１７号証，ⴠྜⱱཧ⪃人審ᑜ㏿記録） 

前記第３の４のとおり，１１社は，ᮾ西の各㹔㹔㹄部会及びᮾ西ྜ同部会 ࢥ

を㛤ദするなして本件ྜពをᙧ成したものであるࡀ，同５のとおり，ࡑの

西の㹔㹔㹄部会及びᮾ西ྜ同部会にはⴠྜࡀ出ᖍし，ᮾの㹔㹔㹄部会にはⴠ

ྜの部下である㉥ᮌࡀ出ᖍして，ࡑのෆᐜをⴠྜにሗ࿌していた。 

  (2) 被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻ࡌて本件㈍事業を行っていたこと 

富士電線㈍㈽と被審人との┤᥋の㈨本関係は，ࡤ前記(1)の認定事実によれ 

ഹかであるものの，被審人及び被審人の࣮ࢼ࣮࢜一᪘ࡀ保᭷する富士電線㈍

㈽の株式のྜィは富士電線㈍㈽の株式⥲ᩘの㸷ᙉにも上り，富士電線㈍㈽

のࡑのవの株式についても被審人からの出ྥ者によってᵓ成される社員ᣢ株

会ࡀて保᭷していたこと，富士電線㈍㈽の代表取締役社長は被審人の代表

取締役社長ࡀව௵し，富士電線㈍㈽のࡑのの役員も被審人の役員ࡀව௵し

ていたこと，富士電線㈍㈽の従業員は，て被審人からの出ྥ者であり，被

審人のᑵ業規則及び㈤金規則の適用をཷࡅ，被審人ࡑࡀのゎ㞠ᶒを᭷し，被

審人ࡑࡀの⤥の㎸ᡭ⥆を行っていたこと，被審人はࡑの〇㐀した㹔㹔㹄

の㈍すࡑのてを富士電線㈍㈽に㈍しており，富士電線㈍㈽もࣝࣈ࣮ࢣ

る㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを被審人から㉎ධしてこれを㈍業者に㈍してい
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たことࡀ認ࡵられ，このように被審人と富士電線㈍㈽は㈨本関係，人的関係

及び取引関係➼においてᴟࡵてᐦ᥋なつなࡀりをᣢっていたことからすれࡤ，

富士電線㈍㈽は，被審人との間において，ࡑのពྥにして⮬由かつ⮬主的

な事業άືを行う関係になかったものと認ࡵられる。 

これにຍ࠼，前記(1)の認定事実によれࡤ，被審人は，ࡑの社ෆに㈍業

者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍をᢸ当する⤌⧊を置ࡲ，ࡁた，㈍業者の㹔

㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に関する社ෆ規⛬をタࡅていたこと，月次ィ⏬会㆟，⤒

Ⴀ会㆟及びᖿ部会㆟といった被審人の社ෆ会㆟において，㈍業者の㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に関して᳨ウࡀなされ，被審人の代表取締役社長からのල

య的なᣦ♧ࡀ行ࢃれていたこと，富士電線㈍㈽の従業員は，て被審人の㈍

部からの出ྥ者であり，これらの者ࡀ被審人の㈍部の一員として，被審

人の年ᗘ⤒Ⴀィ⏬➼の⤒Ⴀィ⏬の⟇定に関していたか，被審人の社ෆ会

㆟に出ᖍし，被審人の代表取締役社長から㈍業者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍

に関して┤᥋ᣦ♧をཷࡅていたこと，同社ෆ会㆟にはᖖに〇㐀部ࡸ⤒理部

といった被審人の各事業部㛛の従業員も出ᖍしており，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの〇

㐀事業及び㈍事業を切りศࡅることなく，一య的に事業の᳨ウࡀなされて

いたこと，被審人の代表取締役社長ࡀ㈍業者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に

係る主せな事項について決ᶒ㝈を᭷していたこと，富士電線㈍㈽は独❧の

法人᱁を᭷していなࡀら，⤒理及び㈈ົの業ົをᢸ当する部㛛をタࡅておら

ず，被審人ࡀ↓ൾで富士電線㈍㈽の⤒理及び㈈ົの業ົを行っていたことࡀ

認ࡵられるのであり，しかも，前記(1)の認定事実のとおり，被審人は，〇

㐀した㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを富士電線㈍㈽に㈍しており，富士電線㈍㈽

も，ࡑの㈍する㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを被審人から㉎ධしこれを㈍業者

に㈍していたことに㚷ࡳれࡤ，富士電線㈍㈽は，法ᙧ式上は被審人とは別

ಶの法人᱁を᭷しているものの，実ែとしては被審人の㈍部とࡰ同一⤌

⧊であったということࡀでࡁる。 

さらに，前記(1)の認定事実によれࡤ，被審人の代表取締役社長らは，㈍

業者に対し㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍しているのは被審人であるとしてる⯙

っていたか，被審人ࡀ本件㈍事業に用いられる施タをᘓタし，被審人の

ྡ⛠を表記するなし，被審人ࡀ㈍業者及び同業社ら第୕者に対し，本

件㈍事業を行う主యࡀ被審人であることを♧していたことࡀ認ࡵられるの

であり，このことは，被審人⮬㌟も，⮬らࡀ実㉁的には本件㈍事業を行っ
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ていたと認㆑していたことを᥎認さࡏる。 

以上によれࡤ，被審人は，富士電線㈍㈽を㏻ࡌて，⮬ら本件㈍事業を行

っていたものであり，᪉，富士電線㈍㈽は，被審人のᣦ♧ࡸ⟶理をཷࡅず

に独⮬に事業᪉㔪を定ࡵたり，被審人の定ࡵた事業᪉㔪ࡸᣦ♧にして㈍

業ົを行ったりすることはなく，被審人において⟇定された⤒Ⴀィ⏬及び被

審人の社ෆ会㆟において♧された᪉㔪に従って㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍してい

たものであり，ゝ  。当である┦ࡀるのࡵなかったと認ࡂ被審人のᡭ㊊にすࡤࢃ

 被審人の主ᙇについて    

    (㺏) 被審人は,富士電線㈍㈽のタ❧⤒⦋から，富士電線ࣉ࣮ࣝࢢにおいて富士

電線㈍㈽ࡀ被審人の㈍部と⛠されていたにすࡂず，被審人には㈍部

はᏑᅾしなかったと主ᙇする。 

しかしなࡀら，被審人の「業ົศᤸ規⛬（⯡）」（査第８号証）には

㈍部ࡀ記㍕され，実㝿，㈍部のศᤸ業ົについて規定された「業ົศ

ᤸ規⛬（㈍部）」（査第㸷号証）もᏑᅾし，ࡲた，㈍部におࡅる㈍

⟶理業ົ➼について規定された「㈍⟶理規⛬（㈍部）」（査第６４号

証）もᏑᅾしていた。ࡲた，被審人の⤌⧊ᅗ（査第１３号証。この⤌⧊ᅗ

には「社長」という役⫋の者は一人しか記㍕されていないことから，この

⤌⧊ᅗは富士電線㈍㈽をྵࡴ富士電線ࣉ࣮ࣝࢢのものでなく，被審人のも

のであると認ࡵられる。）には㈍部たる部⨫ࡀ᫂確に記㍕されていた。 

したࡀって，被審人には㈍部ࡀᏑᅾしていたと認ࡵられるから，被審

人の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 

    (㺐) 被審人は，㈍部部㛛ィ⏬➼のస成は富士電線㈍㈽の業ົとして行ࢃれ

たものであると主ᙇする。 

しかしなࡀら，被審人の社ෆ規⛬において，㈍部部㛛ィ⏬➼は被審人

の㈍部ࡀస成すࡁものと規定されていたとこࢁである（査第２０号証）。 

被審人のྡ⩏で⟇定されていたことは査第２ࡀ➼⏬た，㈍部部㛛ィࡲ

６号証ないし第３６号証のࡑれࡒれの表紙の記㍕から᫂らかであるとこࢁ，

富士電線㈍㈽ࡀ㈍部部㛛ィ⏬➼を⮬らの業ົとして⟇定したにもかかࢃ

らず，これらを被審人のྡ⩏としなࡅれࡤならないྜ理的な理由はぢ当た

らない。 

さらに，㈍部部㛛ィ⏬➼のィ⏬ᮇ間は，富士電線㈍㈽ではなく，被審

人の事業年ᗘに࠼ࢁࡑられていたとこࢁ，௬に富士電線㈍㈽ࡀ被審人から
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独❧して㈍業ົを行っていたのであれࡤ，被審人と同一の業ࣉ࣮ࣝࢢ

にᒓしていたからといって，⮬社の୰ᚰ事業に関する㔜せなィ⏬ࡲで，⮬

社の事業年ᗘと␗なる社の事業年ᗘに࠼ࢁࡑたとは⪃࠼㞴い。 

したࡀって，㈍部部㛛ィ⏬➼の⟇定は，富士電線㈍㈽ではなく，被審

人の㈍部ࡀ業ົとして行ったものと認ࡵるのࡀ┦当であるから，被審人

の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 

    (㺑) 被審人は，月次ィ⏬会㆟，⤒Ⴀ会㆟及びᖿ部会㆟は，被審人社ෆの会㆟

ではなく富士電線ࣉ࣮ࣝࢢの会㆟であり，これらの会㆟に出ᖍしていた㈍

部も，被審人の⤌⧊ではなく富士電線㈍㈽のことであるとし，これらの

会㆟の㆟事録のస成ྡ⩏ࡀ被審人になっていたのは，被審人において富士

電線ࣉ࣮ࣝࢢのものを一ᣓしてస成していたからであり，ࡲた，各✀社ෆ

規⛬ࡀ被審人のྡ⩏になっているのは，平成１０年の㹇㹑㹍規᱁の認証取

ᚓの㝿に被審人のྡ⩏で一ᣓして整備したたࡵであると主ᙇする。 

しかし，各✀の社ෆ規⛬については，例ࡤ࠼「㈍⟶理規⛬（㈍部）」

のไ定ࡀ昭和５６年である（査第６４号証）とこࢁ，昭和５６年のไ定

から被審人のྡ⩏であったのであるから，平成１０年の㹇㹑㹍規᱁の認証

取ᚓの㝿に被審人のྡ⩏で一ᣓして整備したとの被審人の主ᙇは事実に

するし，㆟事録については，ࡑのస成ྡ⩏ࡅࡔでなく，ࡑの記㍕ෆᐜに，

┦ᡭ᪉の部⨫の従業員の出日にࡲでὀ文を付ࡅるといった，同ࡌ会社の

者同士でなࡅれࡤ行ࢃないようなࡸり取りをしていることを♧すものࡀあ

ること（査第１１㸷号証）なからぢても，被審人の㆟事録であることࡀ

認ࡵられる。これらの会㆟に関する社ෆ規⛬ࡸ㆟事録からすれࡤ，これら

の会㆟は，富士電線ࣉ࣮ࣝࢢではなく，被審人社ෆの会㆟であり，これら

の会㆟のᵓ成員である「㈍部」とは，富士電線㈍㈽ではなく，被審人の

㈍部のことをᣦすと認ࡵるのࡀ┦当である。 

なお，ᖿ部会㆟については，月次ィ⏬会㆟及び⤒Ⴀ会㆟と␗なり，被審

人ࡀ定ࡵた社ෆ規⛬はᏑᅾしないࡀ，⤒Ⴀ会㆟と同ᵝに㆟事録は被審人ࡀ

స成していたし，୰ᚰとなる㆟㢟ࡀ月次ィ⏬会㆟及び⤒Ⴀ会㆟とඹ㏻して

いる以上，ᖿ部会㆟のࡳをあ࠼て被審人の社ෆ会㆟ではなかったとゎする

理由はない。 

以上のとおり，月次ィ⏬会㆟，⤒Ⴀ会㆟及びᖿ部会㆟は，被審人の社ෆ

会㆟であったと認ࡵられるから，被審人の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 
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    (㺒) 被審人は，⤒Ⴀ会㆟ࡀ富士電線ࣉ࣮ࣝࢢの会㆟であったことを前提に，

⤒Ⴀ会㆟において，被審人の代表取締役社長ࡀ㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁

ව௵する富士電線㈍㈽の代表取ࡀ㈍᪉㔪について行ったⓎゝは，同人ࡸ

締役社長としてⓎゝしたものであり，このことは，⛺㆟決ᡭ⥆規⛬上，

㈍業者に対する㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁ࡸ㈍㔞の決ᶒࡀ被審人に

なく，富士電線㈍㈽にあったことから᫂らかであると主ᙇする。 

しかし，前記(㺑)のとおり，月次ィ⏬会㆟，⤒Ⴀ会㆟及びᖿ部会㆟ࡀ被審

人の社ෆ会㆟であったと認ࡵられるとこࢁ，このような被審人の社ෆ会㆟

において，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣ➼の㈍業ົに関する㔜せなពᛮ決定ࡀ行ࢃれ

ていたことを㋃࠼ࡲれࡤ，被審人の代表取締役社長ࡀ，⤒Ⴀ会㆟において，

㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁ࡸ㈍᪉㔪について行ったⓎゝを，あ࠼て富士

電線㈍㈽の代表取締役社長として行ったものであるとゎ㔘すࡁ理由はな

い。 

したࡀって，被審人の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 

    (㺓) 被審人は，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍に係る主せな事項の決に関して，被

審人ෆで⛺㆟᭩ࡀᅇぴされていたのは，ࡑのྍྰについて被審人の代表取

締役社長にఛいを❧てるたࡵではなく，富士電線㈍㈽は被審人に対して⤒

理業ົを委クしていたたࡵ，⤒理業ົに関㐃する事項について⤒理部を᭷

する被審人にも⛺㆟᭩をᅇぴしていたにすࡂないと主ᙇする。 

しかし，⛺㆟᭩をᅇぴする㊃᪨ࡀ，被審人ࡀ主ᙇするようなものであれ

で༑ศであるࡳᅇぴඛは⤒理業ົの委ク┦ᡭである被審人の⤒理部の，ࡤ

し，決ᶒ者は富士電線㈍㈽の者となると⪃࠼られるとこࢁ，実㝿には，

⛺㆟決ᡭ⥆規⛬に基づࡁ，⛺㆟᭩を被審人の⤒理部にᅇぴするにとࡲ

らず，被審人の代表取締役社長ࡀ決ᶒ者となっていた（査第５６号証な

いし第６２号証）。ࡲた，被審人の⤒理部長ࡀ，取引ඛに対する⌧金Ṍ引

ࡴࡸ，についての⛺㆟᭩をᅇぴされた㝿に「ᚓពඛのᙉຊなせ請でありࡁ

をᚓない ⌧金Ṍ引１㸬５㸣は③いࡀ」とか，ࣜࢺ࣮࣋の提౪についての

⛺㆟᭩をᅇぴされた㝿に「ጇ当とᛮう（ࣛࣝࣂ対ᢠするたࡵ）」といっ

た，༢なる⤒理業ົの委クඛࡀ㏙るとは⪃࠼㞴い，⤒理ฎ理のほⅬを㉸

ているのである（査第５７号証，第６１号証）たほⅬからのពぢを㏙࠼

から，被審人ෆで⛺㆟᭩ࡀᅇぴされていた㊃᪨ࡑ，ࡀのྍྰについて被審

人の代表取締役社長にఛいを❧てるたࡵではなかったとすることはでࡁな
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い。 

したࡀって，被審人の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 

    (㺔) 被審人は，被審人のࢺࢧࣈ࢙࢘において本件㈍事業に関する記㍕ࡀ

されたࡀࢪ࣮࣌ࣈ࢙࢘タࡅられていたことࡸ，本件㈍事業ࡀ被審人のྡ

⛠を付した施タで行ࢃれていたことについて，被審人ࡀ〇㐀する㹔㹔㹄ࢣ

施タࡸとして認▱されていたことから，当ヱၟရࢻࣥࣛࣈ一つのࡀࣝࣈ࣮

の⤂に当たって被審人ྡを表♧したからといって，被審人ࡀ本件㈍事

業を行っていたことにはならないと主ᙇする。 

しかし，௬に，被審人のྡ⛠ࡀ㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのࢻࣥࣛࣈを♧すもので

あったとしても，本件㈍事業の主యࡀ富士電線㈍㈽であることを⛎༏し，

被審人ࡀ本件㈍事業の主యであるというഇの事実を対እ的に♧すࡲで

のᚲせࡀあったとは⪃࠼られない。 

したࡀって，被審人の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 

   (㺕) 被審人は，富士電線㈍㈽の従業員の⤥及び本件㈍事業に係る⤒㈝を

㈇ᢸしていたのは富士電線㈍㈽であり，本件㈍事業の┈をཷし，ࣜ

を㈇ᢸしていたのも富士電線㈍㈽であるから，本件㈍事業を行ってࢡࢫ

いたのは富士電線㈍㈽であると主ᙇする。 

しかし，ࡲず，従業員の⤥ࡸ⤒㈝の㈇ᢸというⅬであるࡀ，前記の

とおり，被審人の㈍部と富士電線㈍㈽とࡰࡀ同一⤌⧊の実ែを᭷して

いることからすれࡤ，被審人ࡀ，本᮶は被審人ࡀ㈇ᢸすࡁ⤥ࡸ⤒㈝に

ついて，被審人から〇ရを㉎ධしこれを㈍業者に㈍して┈を上ࡆる

ᙧになっている富士電線㈍㈽に㈇ᢸさࡏていたことも༑ศに⪃࠼られ，実

㝿，被審人と富士電線㈍㈽との間の㈨本関係，人的関係及び取引関係➼を

⪃៖すると，被審人ࡀ富士電線㈍㈽にࡑのような㈇ᢸをさࡏることはᐜ᫆

であるから，富士電線㈍㈽ࡀ同社の従業員の⤥ࡸ⤒㈝を㈇ᢸしていたか

らといって，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻ࡌて本件㈍事業を行っていたと

の認定はጉࡆられない。 

を㈇ᢸしてࢡࢫࣜ，本件㈍事業の┈をཷしࡀた，富士電線㈍㈽ࡲ

いたとするⅬであるࡀ，ࣜ 㹟(b)(㺏)࢘前記(1)，ࡤ࠼の㈇ᢸについていࢡࢫ

のとおり，被審人の⤒理部ࡀ富士電線㈍㈽のമᶒ⟶理（金のᅇ➼），

⤒㈝⟶理➼を行っており，ࡲた，同࢜のとおり，被審人の代表取締役社長

ࡌの㈍㔞にᛂの㈍部の㈍業者ࣝࣈ࣮ࢣ社ෆ会㆟において㹔㹔㹄ࡀ
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て〇㐀部の⏕⏘㔞を調整することをᣦ♧していたように，被審人において

ᅾᗜ⟶理のたࡵの᪉⟇᳨ࡀウされ，ࡲた，同のとおり，被審人の「㈍

⟶理規⛬（㈍部）」には適正ᅾᗜを⥔ᣢするたࡵの⏕⏘ᡭ㓄の規定ࡀ置

かれるな，被審人において，㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのవᅾᗜのࣜࢡࢫを⟶理

していたのであって，ᙧ式的に富士電線㈍㈽ࡀ本件㈍事業に係るࣜࢡࢫ

を㈇ᢸしていたとしても，ࡑのࣜࢡࢫは被審人ࡀ⟶理していたのであり，

ࣈ࣮ࢣ㹔㹔㹄ࡀᙧ式的に富士電線㈍㈽，ࡤ࠼た，┈のཷについていࡲ

ࣝの㈍による┈をཷしていたとしても，同࢜のとおり，被審人ࡀ㹔

㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの〇㐀事業と㈍事業を切りศࡅることなく一య的に事業の

᳨ウをしており，ࡑれにより富士電線㈍㈽ࡀ㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍による

┈ࡀᚓられる≧ἣࡌ⏕ࡀていたにすࡂないから，富士電線㈍㈽ࡀ本件㈍

事業の┈をཷし，ࣜࢡࢫを㈇ᢸしていたとするⅬは，被審人ࡀ富士

電線㈍㈽を㏻ࡌて本件㈍事業を行っていたとの認定をጉࡆるものではな

い。 

したࡀって，被審人の上記主ᙇは᥇用でࡁない。 

(3) 被審人ࡀ本件㐪行Ⅽの主యであること 

，ࡁ前記(1)及び(2)のとおり，被審人は，㈍業ົをᡤᤸする㈍部を置 (㺏)

富士電線㈍㈽を㏻ࡌて㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍業者に対して㈍していたこ

とࡀ認ࡵられる。さらに，富士電線㈍㈽の従業員はて被審人からの出ྥ

者であること（前記(1)），被審人の「業ົศᤸ規⛬（㈍部）」には，

㈍部の業ົとして，㈍౯᱁のタ定ࡀྍḞであるཷὀዎ⣙ࡀᣲࡆられ，

被審人の「㈍⟶理規⛬（㈍部）」において，ᅾᗜရ㈍を行う㝿には，

被審人の㈍部のႠ業ᢸ当者ࡀస成した㈍業者の౯᱁表について，被

審人の㈍部の部長の確認をཷࡅるように定ࡵられており，ཷὀ⏕⏘ရ㈍

を行う㝿にも，被審人の㈍部業ົ課ࡀస成したぢ✚り原案について被

審人の㈍部の部長のᢎ認をཷࡅ，㈍業者と౯᱁の΅を行うሙྜには

ᗘ被審人の㈍部の部長の決をᚓなࡅれࡤならないとされていたこと

（同），㈍業者との取引条件のኚ᭦に伴う⌧金Ṍ引ࢺ࣮࣋ࣜࡸࡁの౪

といった㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁にᐦ᥋に関㐃する事項について，被

審人の⤒理部長➼ࡀᢎ認し，被審人の代表取締役社長ࡀ決していたこと

（同࢝），被審人ࡀ㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの〇㐀のࡳならず，㈍についても一

య的に᳨ウしてࡑの事業᪉㔪を定ࡵており，ࡑの㐣⛬において，被審人の
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代表取締役社長ࡀ㈍業者の㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁ࡸ㈍᪉㔪につ

いてのᣦ♧を⧞り㏉し行っていたこと（同࢚及び࢜）からすれࡤ， ㈍業

者に対するලయ的な≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁をタ定していたのも被

審人であったと認ࡵるのࡀ┦当である。 

して，前記(1)の認定事実のとおり，ⴠྜは，被審人の取締役Ⴀ業本部ࡑ   

本部長として被審人の㈍ィ⏬，౯᱁ᨻ⟇➼のႠ業⯡に関する業ົを⤫

ᣓする᭱㧗㈐௵者として㈍業ົをᣦする❧ሙにあり，西の㹔㹔㹄部会

及びᮾ西ྜ同部会に⮬ら出ᖍし，ᮾの㹔㹔㹄部会にはⴠྜの部下である㉥

ᮌに出ᖍさࡏて，ࡑのෆᐜをሗ࿌さࡏていたとこࢁ，前ẁⴠ記㍕の事実に

ຍ࠼，前記第３の４(1)のとおり，西の㹔㹔㹄部会は，西༠⤌の㹔㹔㹄部会

のሙを用して行ࢃれており，被審人は西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員で

あるのに対し，富士電線㈍㈽は，西༠⤌の㹔㹔㹄部会の正部会員でも㈶ຓ

部会員でもなかったことをే࠼⪄ࡏれࡤ，ⴠྜらࡀ被審人の業ົとしてᮾ

西ྜ同部会➼の会ྜに出ᖍし，本件ྜពࡀᙧ成されるに⮳ったと認ࡵられ

る。 

したࡀって，本件ྜពの主యは被審人であると認ࡵられる。 

(㺐) ࡑして，本件ྜពにより，１１社の事業άືࡀ事実上ᣊ᮰される⤖ᯝと

なることは᫂らかであるから，本件ྜពは，独占禁止法第２条第６項の「ࡑ

の事業άືをᣊ᮰し」のせ件を㊊する。 

た，本件ྜពの成❧により，１１社の間に，本件ྜពのෆᐜに基づいࡲ

た行ືをとることをいに認㆑し認ᐜしてṌ調をྜࡏࢃるというពᛮの㐃

るから，本件ྜពは，同項の「ඹ同して࣭࣭࣭࠼ᙧ成されたものといࡀ⤡

┦に」のせ件も㊊する。 

さらに，前記第３の７のとおり，ᡃࡀᅜにおࡅる≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの

⥲㈍金㢠のとࢇを占ࡵていた１１社ࡀ本件ྜពをしたものであり，

これにより，１１社ࡑࡀのពᛮでᡃࡀᅜにおࡅる≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの取

引ศ野におࡅる㈍౯᱁をある⛬ᗘ⮬由にᕥྑすることࡀでࡁる≧ែࡀも

たらされたことࡀ認ࡵられるから，本件ྜពは，同項の「一定の取引ศ野

におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈する」のせ件を㊊する。 

(㺑) したࡀって，被審人は本件ྜពの主యであり，かつ，被審人の行Ⅽは独

占禁止法第２条第６項のせ件を‶たすから，被審人は本件㐪行Ⅽの主య

であると認ࡵられる。 
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 被審人の主ᙇについて 

(㺏) 被審人は，被審人ࡀ本件㐪行Ⅽの主యとい࠼るたࡵには，ࡲず，ձ被

審人⮬らࡀ，の㐪行Ⅽ者らの事業άືをᣊ᮰しているという認㆑を᭷

していることࡀᚲせであるࡀ，本件においての㐪行Ⅽ者らの事業άື

をᣊ᮰していると認㆑していたのは被審人ではなく富士電線㈍㈽である，

さらに，被審人ࡀ本件㐪行Ⅽの主యとい࠼るたࡵには，上記ձにຍ࠼，

ղの㐪行Ⅽ者らからࡑの事業άືをᣊ᮰しているのࡀ被審人であると

認㆑されているᚲせもあるࡀ，の㐪行Ⅽ者らは被審人でなく富士電線

㈍㈽の事業άືをᣊ᮰していると認㆑していたと主ᙇする。 

しかし，前記(㺏)のとおり，ⴠྜらࡀᮾ西ྜ同部会➼に被審人の業ົと

して出ᖍしていたと認ࡵられるから，被審人の上記主ᙇのうࡕձについて

は理由ࡀない。 

た，独占禁止法第２条第６項のせ件である「ඹ同して」にヱ当するたࡲ

ࡀるに当たって，「ពᛮの㐃⤡」ࡆ上ࡁ対౯を引ࡀには，」ᩘの事業者ࡵ

あったと認ࡵられることࡀᚲせであるࡀ，ここでいう「ពᛮの㐃⤡」につ

いては，事業者間┦でᣊ᮰しྜうことを᫂♧してྜពすることࡲではᚲ

せでなく，┦にの事業者の対౯の引上ࡆ行Ⅽを認㆑して，ᬯ㯲のうࡕ

に認ᐜすることで㊊りるとゎされ（ᮾி㧗➼判ᡤ平成７年㸷月２５日判

決࣭公正取引委員会審決㞟第４２ᕳ３㸷３㡫ࠝᮾⰪ࣑ࣝ࢝ࢣ株式会社によ

る審決取ᾘ請求事件ࠞཧ↷），ࡲた，このようなពᛮを᭷する事業者の⠊

ᅖをලయ的かつ᫂確に認㆑することࡲではせしないとゎされる（ᮾி㧗➼

判ᡤ平成２０年４月４日判決࣭公正取引委員会審決㞟第５５ᕳ７㸷１㡫

ࠝ株式会社ࢱ࢝ࢧのࢿࢱか１４ྡによる審決取ᾘ請求事件ࠞཧ↷）とこ

ලయ的にㄡの事業άືをᣊ᮰していたと認㆑していࡀの㐪行Ⅽ者，ࢁ

たかは「ពᛮの㐃⤡」の成ྰにᙳ㡪するものではない。実㝿の当な取引

ไ㝈の事件に༶してࡳても，ある㐪行Ⅽ者ࡀᒓする業ࣉ࣮ࣝࢢの法人

ᵓ成ࡸ当ヱ業ࣉ࣮ࣝࢢෆの各法人間におࡅる役ศᢸ➼について，の

㐪行Ⅽ者ࡀ正確な理ゎをしていないことは当↛ありᚓることであるࡀ，

㐪行Ⅽの主యとならないというࡀのことにより，当ヱある㐪行Ⅽ者ࡑ

ことはでࡁないから，被審人の上記主ᙇのうࡕղについても理由ࡀない。 

(㺐)㹟 被審人は，本件審判ᡭ⥆に提出されている平成１㸷年４月㡭の್上ࡆ

の⏦ධれの≧ἣをࡳると，被審人の社ෆ会㆟➼により≉定㹔㹔㹄ࣈ࣮ࢣ
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ࣝの㈍に関する被審人の社ෆィ⏬ࡀ⟇定される前に，富士電線㈍㈽ࡀ，

同社ෆ部の㈍会㆟ࡸ᪩ᮅࢢࣥࢸ࣮࣑➼に基づいて㈍業者に対して

್上ࡆの⏦ධれをしたり，被審人の社ෆィ⏬を㉸࠼る್上ࡆの⏦ධれを

したりしており，ࡑのことからすれࡤ，本件でᣊ᮰の対㇟となった≉定

㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁をタ定する行Ⅽを行っていたのは被審人では

なく富士電線㈍㈽であるから，被審人ࡀ本件ྜពをしたとしても，「┦

にࡑの事業άືをᣊ᮰する」ということはでࡁないし，≉定㹔㹔㹄ࢣ

ࡁ実㉁的にไ㝈されたということもでࡀる➇தࡅの㈍ศ野におࣝࣈ࣮

ず，被審人ࡀ本件㐪行Ⅽの主యとは認ࡵられないと主ᙇする。  

 㹠 しかしなࡀら，前記(㺏)のとおり，㈍業者に対する≉定㹔㹔㹄ࢣ

の㈍౯᱁をタ定していたのは被審人であって，富士電線㈍㈽でࣝࣈ࣮

はない。 

  㹡 確かに，被審人の㈍部ないし富士電線㈍㈽ࡀ㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍

άືを行う以上，ఱらかのෆ部の会㆟➼によるពᛮ決定ࡀあったことࡀ

᥎ されるࡑ，ࡀれࡀ，被審人の㈍部のものではなく，富士電線㈍㈽

のものであることを♧す的確な証拠はなく（例ࡤ࠼，審第１５号証の㈍

会㆟の㆟事録にも，当ヱ㈍会㆟ࡀ被審人の㈍部の㈍会㆟ではな

く富士電線㈍㈽の㈍会㆟であることをうかࡏࢃࡀるものはなく，ࡴし

༳ๅさࡀ当ヱ㆟事録の用紙には富士電線㈍㈽ではなく被審人のၟ号，ࢁ

れている。），ࡴしࢁ，前記(㺏)の各事実からすれࡤ，上記ពᛮ決定は

被審人の㈍部の会㆟➼によるものであったと認ࡵられる。 

㹢 ࡲた，確かに，㈍業者に対する್上ࡆの⏦ධれは富士電線㈍㈽ྡ⩏

でなされていたことࡀ認ࡵられ（審第４号証ないし第６号証，第１㸷号

証，第２０号証，第２８号証ないし第３㸷号証ࠝ各ᯞ番をྵࡴ。ࠞ），

さらに，平成１㸷年４月㡭に，月次ィ⏬案（㈍部月次ィᩘィ⏬をྵࡴ。）

審㆟される被審人の⤒Ⴀ会㆟にඛ❧って富士電線㈍㈽から㈍業者にࡀ

対して್上ࡆの⏦ධれࡀなされたり，㈍部月次ィᩘィ⏬にᥖࡆられた

平ᆒ౯᱁ẚを上ᅇる್上ࡆの⏦ධれࡀなされたりしたことࡀ認ࡵられる

（査第４５号証，第１０２号証，第１０３号証，審第１㸷号証，第２０

号証，第２８号証ないし第３５号証，第３㸷号証ࠝ各ᯞ番をྵࡴ。ࠞ）。 

しかしなࡀら，前者については，前記(㺏)の各事実からすれࡤ，あく

の㈍౯᱁ࣝࣈ࣮ࢣ㈍業者に対するලయ的な≉定㹔㹔㹄ࡀで被審人ࡲ
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をタ定しており，ࡑのタ定に基づいて富士電線㈍㈽ྡ⩏で್上ࡆの⏦ධ

れࡀなされていたにすࡂないと認ࡵるのࡀ┦当であるから，㈍業者に

対する್上ࡆの⏦ධれࡀ富士電線㈍㈽ྡ⩏でなされていたからといって，

被審人ࡀ㈍業者に対するලయ的な≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁のタ

定を行っていたとの認定ࡀጉࡆられるものではない。 

 。た，ᚋ者については，次のとおりであるࡲ

て㈍業者に対ࡅず，平成１㸷年３月３０日から同年４月２日にかࡲ

し３件の್上ࡆの⏦ධれࡀなされており（審第２８号証，第２㸷号証の

１，第３０号証に係るもの。なお，್上ࡆの⏦ධれの件ᩘは，被審人ࡀ

提出した証拠の⠊ᅖで認定したものである。以下同ࡑ，（。ࡌのう１ࡕ

件（審第２㸷号証の１に係るもの）は，同日の༗ᚋ１から༗ᚋ２３

０ศにかࡅて㛤ദされた⤒Ⴀ会㆟において，被審人の㈍部から㹔㹔㹄

あり，㈍ࡀすることのሗ࿌ࡆ上್ࢺࣥࢭ࣮ࣃの㈍౯᱁を５ࣝࣈ࣮ࢣ

部月次ィᩘィ⏬をྵࡴ月次ィ⏬案ࡀᢎ認されたᚋに，当ヱ㈍部月次ィ

ᩘィ⏬にἢって್上ࡆの⏦ධれࡀなされており，᪉，ṧりの２件（審

第２８号証，第３０号証に係るもの）は，上記⤒Ⴀ会㆟にඛ❧ࡕなされ

たものであるࡀ，いずれも，被審人の㈍部ࡀ⟇定し，月次ィ⏬会㆟で

の審㆟᳨࣭ウを⤒た㈍部月次ィᩘィ⏬にἢった್上ࡆの⏦ධれとなっ

ており，しかも，ࡑの㈍部月次ィᩘィ⏬は┤ࡕに上記⤒Ⴀ会㆟でᢎ認

されている（査第４５号証，第１０２号証，審第２８号証，第２㸷号証

の１，第３０号証。なお，審第２㸷号証の１の್上ࡆの⏦ධ᭩には㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの್上ࡆ前の౯᱁ࡀ記㍕されていないࡀ，審第２８号証によ

る್上ࡆの⏦ධれと審第３０号証による್上ࡆの⏦ධれは，いずれも್

上ࡆ前の౯᱁と್上ࡆᚋの౯᱁ࡀ同一であること，ᢸ当部⨫ࡀ␗なると

はい࠼審第２㸷号証の１による್上ࡆの⏦ධれと審第３０号証による್

上ࡆの⏦ධれとでは┦ᡭ᪉ࡀ同一の㈍業者である上，್上ࡆᚋの㈍

౯᱁も同一であるから，್上ࡆ前の౯᱁も同一であると᥎ される。ࡲ

た，上記⤒Ⴀ会㆟に関する㆟事録として査第４５号証及び審第㸷号証の

⮬のయに≉にࡑ，査第４５号証の㆟事録は，ࡀ提出されているࡀ８

↛なⅬはなく，ࡴしࢁ，ᮎᑿに当ヱ文᭩ࡀ被審人の⤒Ⴀ会㆟の㆟事録で

あり⛎ᐦᢅいすࡁ᪨を♧す࣒ࢦ༳ࡀᢲ༳されており，正式な㆟事録の

యを備࠼ているのに対し，審第㸷号証の８の㆟事録は，㛤ദ間ࡀᡭ
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᭩ࡁで記㍕されていて⮬↛であるから，査第４５号証ࡀ┿正な㆟事録

であると認ࡵられる。）。 

次に，平成１㸷年４月㸷日から同月１３日にかࡅて㈍業者に対して

７件の್上ࡆの⏦ධれࡀなされている（う１ࡕ件ࠝ審第３３号証に係る

ものࠞは一᪦行ࢃれた್上ࡆの⏦ධれのኚ᭦の⏦ධれである。審第１㸷

号証の１及び２，第２㸷号証の２，第３１号証ないし第３４号証）ࡀ，

同月㸷日㛤ദの⤒Ⴀ会㆟において，被審人の西日本㈍部部長ࡀ「これ

から┈⋡を上ࡆて，月ᮎ６㸣を目ᣦす。」とሗ࿌し，被審人の代表取

締役社長ࡀ㖡の౯᱁ࡀ上᪼した᪨のሗ࿌をཷࡅて「上ࡀったศは್上ࡆ

していくこと。」とᣦ♧を出していること（審第㸷号証の５）からする

と，上記の７件の್上ࡆの⏦ධれは，これらのሗ࿌及びᣦ♧に表れた被

審人の事業᪉㔪に基づくものと認ࡵられる。 

さらに，平成１㸷年４月１６日から同月１８日にかࡅて㈍業者に対

して４件の್上ࡆの⏦ධれࡀなされている（審第１㸷号証の３及び４，

第３５号証，第３㸷号証）ࡀ，同月１６日㛤ദの⤒Ⴀ会㆟において，被

審人の西日本㈍部部長ࡀ「⢒⋡４ࡀ㸬６㸣なのでࢳࢵࣆを上ࡆて್

上ࡆして行く。」とሗ࿌し，被審人のᮾ日本㈍部部長࣎ࣥࣕࢪ」ࡀ以

እは್上ࡆを㔜Ⅼにして行く。」とሗ࿌していること（審第㸷号証の６）

からすると，上記の４件の್上ࡆの⏦ධれは，これらのሗ࿌に表れた被

審人の事業᪉㔪に基づくものと認ࡵられる。 

た，平成１㸷年４月２３日に㈍業者に対し同年５月１日以㝆のศࡲ

について３件の್上ࡆの⏦ධれࡀなされており（審第２０号証の１ない

し３），ࡑのうࡕの２件（審第２０号証の１及び２に係るもの）は同年

４月２３日༗ᚋ１から༗ᚋ２２０ศにかࡅて㛤ദされた⤒Ⴀ会㆟の

前に⏦ධれࡀなされ，ṧる１件（審第２０号証の３に係るもの）は上記

⤒Ⴀ会㆟のᚋに⏦ධれࡀなされているࡀ，上記⤒Ⴀ会㆟において被審人

の西日本㈍部部長ࡀ「᮶月出Ⲵするものࢇࡕࡁࡀと್上ࡆ出᮶ている

ように，月ືく。」とሗ࿌していること（審第㸷号証の７）からする

と，上記の３件の್上ࡆの⏦ධれは，ࡑのሗ࿌に表れた被審人の事業᪉

㔪に基づくものと認ࡵられる。もっとも，上記⤒Ⴀ会㆟にඛ❧ࡕなされ

た２件の್上ࡆの⏦ධれは被審人の西日本㈍部部長ࡀ上記⤒Ⴀ会㆟で

上記᪉㔪をሗ࿌する前になされたものではあるࡑ，ࡀの᪉㔪は᪤に被審
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人の西日本㈍部の᪉㔪となっており，かつ，ࡑの┤ᚋに㛤ദされた上

記⤒Ⴀ会㆟でሗ࿌されている（審第㸷号証の７）。 

したࡀって，平成１㸷年４月㡭に行ࢃれた㈍業者に対する್上ࡆの

⏦ධれは，基本的に⤒Ⴀ会㆟でᢎ認された月次ィ⏬୰の㈍部月次ィᩘ

ィ⏬ࡸ⤒Ⴀ会㆟に表れた被審人の್上ࡆの事業᪉㔪に従って行ࢃれてお

り，例እ的に⤒Ⴀ会㆟にඛ❧って行ࢃれたものはあるࡑ，ࡀれらも，被

審人の㈍部ࡀ⟇定し月次ィ⏬会㆟での審㆟᳨࣭ウを⤒た㈍部月次ィ

ᩘィ⏬ࡸ被審人の㈍部ࡀ❧てた᪉㔪に従って行ࢃれ，かつ，ࡑれࡒれ，

に被審人の⤒Ⴀ会㆟においてᢎ認ཪはሗ࿌されているのであࡕ┤のᚋࡑ

るから，㈍業者に対する್上ࡆの⏦ධれは，㈍部月次ィᩘィ⏬ࡸ社

ෆ会㆟に表れた被審人の事業᪉㔪にἢっていたということࡀでࡁる。 

よって，月次ィ⏬案（㈍部月次ィᩘィ⏬をྵࡴ。）ࡀ審㆟される被

審人の⤒Ⴀ会㆟にඛ❧って，㈍業者に対して್上ࡆの⏦ධれࡀなされ

たり，㈍部月次ィᩘィ⏬にᥖࡆられた平ᆒ౯᱁ẚを上ᅇる್上ࡆの⏦

ධれࡀなされたりしたからといって，被審人ࡀ㈍業者に対するලయ的

な≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁のタ定を行っていたとの認定ࡀጉࡆら

れるものではない。 

㹣 以上のとおり，㈍業者に対する≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁をタ

定していたのは富士電線㈍㈽ではなく被審人であると認ࡵられるのであ

って，これをそすに㊊りる証拠はない。 

㹤 ࡲた，本件でᣊ᮰の対㇟となった≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍業者に対

するලయ的な㈍౯᱁をタ定していたのは被審人であり，被審人ࡀ本件

ྜពをしたことにより，「┦にࡑの事業άືをᣊ᮰」し，≉定㹔㹔㹄

(㺏)る➇தを実㉁的にไ㝈したことは，前記ࡅの㈍ศ野におࣝࣈ࣮ࢣ

及び(㺐)のとおりである。 

  なお，ᛕのたࡵ㏙ると，௬に富士電線㈍㈽ࡀ㈍業者に対する≉定

㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのලయ的な㈍౯᱁をタ定していたとしても，以下のと

おり，被審人ࡀ本件ྜពをすることにより「┦にࡑの事業άືをᣊ᮰」

し，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍ศ野におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈したと

認ࡵることにᨭ㞀はない。 

 (a) 当な取引ไ㝈は，事業者ࡀの事業者とඹ同して「┦にࡑの事

業άືをᣊ᮰する」ことをせ件としているとこࢁ，ここでいう事業ά

 ３７ 

 

ືのᣊ᮰は，ࡑのෆᐜࡀ行Ⅽ者てに同一であるᚲせはなく，行Ⅽ者

の目的の㐩成ࣝࢸࣝ࢝，れの事業άືをไ⣙するものであってࡒれࡑ

にྥࡅられたものであれࡤ㊊りるとゎされる（ᮾி㧗➼判ᡤ平成５

年１２月１４日判決࣭㧗➼判ᡤฮ事判例㞟第４６ᕳ第３号３２２㡫

か３ྡに対する独占禁止法㐪被࿌事株式会社࣮࣒࣭ࣥࣃࢵࢺࠝ

件ࠞཧ↷）。したࡀって，本件㐪行Ⅽについても，ᣊ᮰の対㇟とな

る事業άືを，ಶࠎの㈍業者に対する≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのලయ的

な㈍౯᱁のタ定に㝈定するᚲせはなく，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍

౯᱁の引上ࡆཪは⥔ᣢをᅗるという本件ྜពの目的の㐩成にྥࡅられ

た事業άືであれࡤ㊊りるというࡁであって，被審人ࡀこのような

事業άືのไ⣙を┦ᣊ᮰の一➃として引ࡅཷࡁることで，➇தを実

㉁的にไ㝈しᚓる❧ሙにある者であれࡤ，本件㐪行Ⅽの主యと認ࡵ

ることにᨭ㞀はない。 

して，富士電線㈍㈽は，被審人において⟇定された㈍部月次ィࡑ

ᩘィ⏬➼の⤒Ⴀィ⏬及び被審人の社ෆ会㆟において♧された᪉㔪に従

って㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍を行っていたのであり，被審人は，本件ྜ

ពにἢって，これらの⤒Ⴀィ⏬の⟇定ࡸ社ෆ会㆟におࡅる᪉㔪の提♧

を行うというពで，本件ྜពの目的の㐩成にྥࡅられた事業άືの

ไ⣙を┦ᣊ᮰の一➃として引ࡅཷࡁていたとい࠼る。 

᪉，前記(2)のとおり，富士電線㈍㈽は，被審人との間で，㈨本

関係，人的関係及び取引関係➼においてᴟࡵてᐦ᥋なつなࡀりをᣢっ

ているたࡵ，被審人のពྥにして⮬由かつ⮬主的な事業άືを行う

関係になく，ࡲた，法ᙧ式上は被審人と別ಶの法人᱁を᭷しているも

のの，実ែとしては被審人の㈍部とࡰ同一の⤌⧊であることから，

被審人のᣦ♧ࡸ⟶理をཷࡅずに独⮬に事業᪉㔪を定ࡵたり，被審人の

定ࡵた事業᪉㔪ࡸᣦ♧にして㈍業ົを行ったりすることはでࡁな

かったこと，実㝿にも，富士電線㈍㈽のಶࠎの㈍業者に対するලయ

的な㈍౯᱁のタ定は，前記㹢で㏙たとおり，㈍部月次ィᩘィ⏬

の事業᪉㔪にἢっていたことからࡆ社ෆ会㆟に表れた被審人の್上ࡸ

すれࡤ，富士電線㈍㈽は，被審人の㈍部月次ィᩘィ⏬ࡸ社ෆ会㆟に

表れた被審人の事業᪉㔪に基づいて㈍౯᱁をタ定し，㈍άືをし

ていたとい࠼るから，被審人ࡅཷࡀていた上記の事業άືのไ⣙は，
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富士電線㈍㈽から㈍業者の≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁にも及

➃でおり，被審人は，上記のような事業άືのไ⣙を┦ᣊ᮰の一ࢇ

として引ࡅཷࡁることで，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍ศ野におࡅる➇

தを実㉁的にไ㝈しᚓる❧ሙにあったとい࠼る。 

(b) したࡀって，本件においては，௬に富士電線㈍㈽ࡀಶࠎの㈍業者

に対するලయ的な㈍౯᱁のタ定を行っていたとしても，被審人ࡀ本

件ྜពをすることにより「┦にࡑの事業άືをᣊ᮰」し，≉定㹔㹔

㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍ศ野におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈したと認ࡵること

にᨭ㞀はない。 

㹥 よって，被審人の前記㹟の主ᙇは理由ࡀない。 

 ２ தⅬ２（被審人に「当ヱၟရ」の上㢠ࡀᏑᅾするかྰか）について 

(1) 「当ヱၟရ」について 

独占禁止法第７条の２第１項にいう「当ヱၟရ」とは，㐪行Ⅽである┦

ᣊ᮰の対㇟であるၟရ，すなࡕࢃ，㐪行Ⅽの対㇟ၟရの⠊にᒓするၟရで

あって，㐪行Ⅽである┦ᣊ᮰をཷࡅたものをいうとゎすࡁであり，ࡲた，

㐪行Ⅽの対㇟ၟရの⠊にᒓするၟရについては，一定のၟရにつࡁ，㐪

行Ⅽを行った事業者ཪは事業者ᅋయࡀ，᫂♧的ཪは㯲♧的に当ヱ㐪行Ⅽの対

㇟から除እするな当ヱၟရࡀ㐪行Ⅽである┦ᣊ᮰から除እされているこ

とを♧す≉ẁの事ࡀ認ࡵられない㝈り，㐪行Ⅽによるᣊ᮰ࡀ及ࢇでいるも

のとして「当ヱၟရ」にヱ当するとゎされる（前記公正取引委員会平成１１年

１１月１０日審決，ᮾி㧗➼判ᡤ平成２２年１１月２６日判決࣭公正取引委

員会審決㞟第５７ᕳ第２ศ１㸷４㡫ࠝ出ග⯆⏘株式会社による審決取ᾘ請求

事件ࠞཧ↷）。 

(2) 被審人について「当ヱၟရ」の上㢠ࡀᏑᅾするかྰかについて 

前記１のとおり，被審人は本件㐪行Ⅽを行っていたこと，被審人は富士電

線㈍㈽を㏻ࡌて≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍事業を行っていたことࡀ認ࡵられる。

は「㈍業者に対ࣝࣈ࣮ࢣして，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရである≉定㹔㹔㹄ࡑ

して㈍される」別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣであるとこࢁ，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を

㏻ࡌて㈍業者に㈍した別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣは≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣにヱ当す

るものである。 

したࡀって，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻ࡌて㈍業者に㈍した別紙㹔㹔㹄

は，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရの⠊にᒓするၟရであって，かつ，本ࣝࣈ࣮ࢣ
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件㐪行Ⅽによるᣊ᮰ࡀ及ၟࡔࢇရであるから，被審人には「当ヱၟရ」の

上㢠ࡀᏑᅾすると認ࡵられる。 

なお，被審人は，富士電線㈍㈽を㏻ࡌて㈍業者に≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣを㈍

していたものであるࡀ，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの┤᥋の㈍ඛは富士電線㈍㈽

であるから，被審人の「当ヱၟရ」の上㢠は，被審人から富士電線㈍㈽の

≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの上㢠となる。 

(3) 被審人の主ᙇについて 

被審人は，ձ本件排除措置命令において，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရは別紙 

㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのうࡕ取引ẁ㝵ࡀ「㈍業者に対して㈍される」ものに㝈

定されており，このように取引ẁ㝵を㝈定されたၟရに被審人から富士電線

㈍㈽に対して㈍されるၟရはྵࡲれないから，被審人には「当ヱၟရ」の

上㢠ࡀᏑᅾしない，ղ௬に被審人ࡀ㐪行Ⅽ者であったとしても，富士電

線㈍㈽もࡲた㐪行Ⅽ者であるとこࢁ，本件㐪行Ⅽの対㇟ၟရである㈍

業者に対して㈍される別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣにヱ当するのは富士電線㈍㈽ࡀ

㈍業者に対し㈍する別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣであり，㐪行Ⅽ者である被審

人と富士電線㈍㈽との間の取引に係る別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣはこれにヱ当しな

いから，被審人には「当ヱၟရ」の上㢠ࡀないと主ᙇする。 

㈍業者」ࡀら，前記ձの主ᙇについては，本件排除措置命令ࡀしかしな 

に対して㈍される」としている㊃᪨ࡀ別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのうࡕ㈍業者

を⤒由してὶ㏻するものをᣦしていることは，本件ྜពのෆᐜ及び本件排除

措置命令ࡀ被審人のように㈍業者と┤᥋取引していない事業者に対しても

行ࢃれていることから᫂らかである。 

したࡀって，被審人の前記ձの主ᙇは前提をḞࡁ，᥇用でࡁない。 

 。た，前記ղの主ᙇについては，次のとおりであるࡲ ࢘

富士電線㈍㈽ࡀ㐪行Ⅽ者であると認ࡵられるたࡵには，富士電線㈍㈽と

の㐪行Ⅽ者との間に，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁の引上ࡆについて

の「ពᛮの㐃⤡」ࡀあったことࡀ認ࡵられることࡀᚲせであるとこࢁ，本件

においては，前記１のとおり，被審人ࡀ富士電線㈍㈽を㏻ࡌて≉定㹔㹔㹄ࢣ

なかっࡂの㈍事業を行っており，富士電線㈍㈽は被審人のᡭ㊊にすࣝࣈ࣮

たものであり，ⴠྜらも被審人の業ົとしてᮾ西ྜ同部会➼に出ᖍしていた

ことࡀ認ࡵられるから，１０社との間で「ពᛮの㐃⤡」ࡀあったのは被審人

であって，富士電線㈍㈽ではない。 
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には，本件ྜពࡵられるたࡵ㐪行Ⅽ者であると認ࡀた，富士電線㈍㈽ࡲ

により，の事業者とඹ同して「┦にࡑの事業άືをᣊ᮰」していたと認

ࣝࣈ࣮ࢣ富士電線㈍㈽は，確かに，≉定㹔㹔㹄，ࢁあるとこࡀられるᚲせࡵ

の㈍に㝿して，㈍業者に対して⮬由な౯᱁で㈍でࡁないというᣊ᮰を

のとおり，㈍業者(㺏)これは，前記１(3)，ࡀる࠼ࡳていたようにもࡅཷ

，タ定している（ཪはࡀの㈍౯᱁について，被審人ࣝࣈ࣮ࢣの≉定㹔㹔㹄

前記１(3)(㺐)㹢のとおり，ᑡなくとも富士電線㈍㈽は被審人の㈍部月次

ィᩘィ⏬ࡸ社ෆ会㆟に表れた被審人の事業᪉㔪に基づいて≉定㹔㹔㹄ࣈ࣮ࢣ

ࣝの㈍౯᱁をタ定している）ことによるものであり，本件ྜពによるもの

であるとはい࠼ない。すなࡕࢃ，富士電線㈍㈽ࡅཷࡀていたようにも࠼ࡳる

ᣊ᮰は，被審人ࡀ本件ྜពによりཷࡅていたᣊ᮰ࡀ間᥋的に及ࢇでいたもの

にすࡂないのであるから，富士電線㈍㈽は，本件ྜពにより⮬らの事業者

との間で「┦にࡑの事業άືをᣊ᮰」していたとはい࠼ない。 

このように，富士電線㈍㈽は，１０社との間で「ពᛮの㐃⤡」ࡀあったと

も「┦にࡑの事業άືをᣊ᮰」したともい࠼ず，富士電線㈍㈽は，当な

取引ไ㝈のせ件を‶たしていないから，㐪行Ⅽ者とは認ࡵられない。 

したࡀって，被審人の前記ղの主ᙇも᥇用でࡁない。 

これに対し，被審人は，本件㐪行Ⅽを実行するたࡵに富士電線㈍㈽のᏑ

ᅾࡀྍḞであること，ⴠྜらࡀ，法的には被審人と富士電線㈍㈽の୧社の

従業員であるものの，ປົの対౯である⤥のᨭ⤥を富士電線㈍㈽からཷࡅ

ており，富士電線㈍㈽の業ົとして本件ྜពࡀᙧ成された会ྜに出ᖍしてい

たと⪃࠼られることから，௬に被審人ࡀ本件㐪行Ⅽ者であるならࡤ，富士

電線㈍㈽も㐪行Ⅽ者であると主ᙇする。 

しかし，富士電線㈍㈽ࡀ㐪行Ⅽ者であるかྰかは，同社の行Ⅽࡀ当な

取引ไ㝈のせ件にヱ当するかྰかで判断されるのであって，これは，被審人

ྍḞであったかྰࡀ本件㐪行Ⅽを行うに当たって富士電線㈍㈽のᏑᅾࡀ

かとは↓関係である。ࡲた，富士電線㈍㈽ࡀⴠྜらの⤥を㈇ᢸしていたも

のの，同人らࡀ被審人の業ົとしてᮾ西ྜ同部会➼に出ᖍしたと認ࡵられる

ことは前記１(3)(㺏)のとおりである。したࡀって，被審人の上記主ᙇは᥇

用でࡁない。 

３ ⤖ㄽ 

(1) 本件排除措置命令について 
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被審人は，前記１のとおり，の事業者とඹ同して，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの

㈍౯᱁を決定していく᪨をྜពすることにより，公ඹの┈にして，ᡃࡀ

ᅜにおࡅる≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍ศ野におࡅる➇தを実㉁的にไ㝈してい

たものであるから，これは独占禁止法第２条第６項に規定する当な取引ไ㝈

にヱ当し，同法第３条の規定に㐪するものと認ࡵられる。 

ࢃ長ᮇ間にࡀた，被審人の㐪行Ⅽは᪤にᾘ⁛しているものの，㐪行Ⅽࡲ

たって行ࢃれていたこと，㐪行Ⅽの取りࡀࡵࡸ公正取引委員会の❧ධ᳨査を

ዎᶵとしたものであること（前記第３の６）➼のㅖ事を⥲ྜ的に຺案すれࡤ，

被審人については，≉に排除措置を命ずるᚲせࡀある（独占禁止法第７条第２

項）と認ࡵられる。 

したࡀって，本件排除措置命令は適法であるから，本件排除措置命令に対す

る被審人の審判請求は理由ࡀない。 

(2) 本件課徴金納付命令について 

独占禁止法第７条の２第１項第１号に規定するၟရのࡀ前記(1)の㐪行Ⅽ 

対౯に係るものであることは本件ྜពのෆᐜから᫂らかである。 

 課徴金のィ⟬の基♏となる事実 

(㺏) 被審人は，≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの〇㐀業をႠࢇでいた者である。（தい

 （。ないࡀ

(㺐) 本件ྜពは，㐜くとも平成１８年６月１日ࡲでに成❧し，しかも┤ࡕに

≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの㈍౯᱁を引ࡁ上ࡆることをෆᐜとするものである

こと（前記第３の４(2)）からすれࡤ，㐜くとも同年１２月１６日以前には，

被審人ࡀ前記(1)の㐪行Ⅽの実行としての事業άືを行っていたと認ࡵら

れる。ࡲた，被審人は，平成２１年１２月１７日以㝆本件ྜពに基づく行

Ⅽを取りࡵࡸており（前記第３の６），同月１６日にࡑの実行としての事

業άືはなくなっているものと認ࡵられる。したࡀって，被審人について

は本件㐪行Ⅽの実行としての事業άືを行った日から本件㐪行Ⅽの実

行としての事業άືࡀなくなる日ࡲでのᮇ間３ࡀ年を㉸࠼るたࡵ，独占禁

止法第７条の２第１項の規定により，実行ᮇ間は，平成１８年１２月１７

日から平成２１年１２月１６日ࡲでの３年間となる。 

(㺑) 被審人は，富士電線㈍㈽に対し，〇㐀した別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣのてを

㈍しているとこࢁ，これらの別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣはて㈍業者に対し

て㈍されるものであり，ࡲた，前記(㺐)の実行ᮇ間におࡅる被審人の富士

 ４２ 



 

電線㈍㈽に対する別紙㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣの上㢠を独占禁止法施行令第５条

第１項の規定に基づࡁ⟬定すると４０４൨２㸷５４２㸷８６となるこ

とは，前記第３の１(4)，２(5)及び８のとおりであるから，同項の規定に

基づࡁ⟬定した上記実行ᮇ間におࡅる≉定㹔㹔㹄ࣝࣈ࣮ࢣに係る被審人の

上㢠は上記金㢠である。 

(㺒) 被審人は，前記(㺐)の実行ᮇ間を㏻ࡌ，㈨本金の㢠３ࡀ൨以下の会社で

あって，電線の〇㐀業を主たる事業としてႠࢇでいた者である（தいࡀな

い。）から，独占禁止法第７条の２第５項第１号にヱ当する事業者である。 

課徴金の㢠は，独占禁止法第７ࡁᅜᗜに納付すࡀ被審人，ࡤ以上によれ ࢘

条の２第１項及び第５項の規定により，前記(㺑)の４０４൨２㸷５４２㸷

８６に１００ศの４をࡌてᚓた㢠から，同条第２３項の規定により１

ᮍ‶を切りᤞてて⟬出された１６൨１７１８である。 

た本件課徴ࡌって，被審人に対してこれと同㢠の課徴金の納付を命ࡀした ࢚

金納付命令は適法であるから，本件課徴金納付命令に対する被審人の審判請

求は理由ࡀない。 

第７ 法令の適用 

以上によれࡤ，被審人の本件排除措置命令及び本件課徴金納付命令に対する各

審判請求は，いずれも理由ࡀないから，独占禁止法第６６条第２項の規定により，

主文のとおり審決することࡀ┦当であると判断する。 

 

平成２７年３月４日 

 

            公正取引委員会事ົ⥲ᒁ 

 

                審判長審判官 伊 藤   繁 

 

審判官 西 川 康 一 

 

                   審判官 數 間   薫 
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別紙 

 

 るရ目ࡆ次にᥖ，ࡕ平ᙧのうࣝࣈ࣮ࢣࢫ࣮ࢩࣝࢽࣅ⦖⤯ࣝࢽࣅࢺࣝ࣎６００

１ 線ᚰᩘ２ࡀ本でᑟయᚄ１ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

２ 線ᚰᩘ２ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬０ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

３ 線ᚰᩘ２ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

４ 線ᚰᩘ３ࡀ本でᑟయᚄ１ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

５ 線ᚰᩘ３ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬０ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

６ 線ᚰᩘ３ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

７ 線ᚰᩘ４ࡀ本でᑟయᚄ１ࡀ㸬６ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

８ 線ᚰᩘ４ࡀ本でᑟయᚄ２ࡀ㸬０ࣝࢺ࣮࣓࣑ࣜのもの 

 ４４ 


